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2016暦年から2020暦年までの間、取引件数、㎡単価、平均価格、平均専有面積について確認

することができる。なお、地理的な情報も勘案するために、Google my mapに駅別のマンショ

ン取引の情報を表示する地図を作成した。地図中の記号には、(A)中古マンションの平均価格

の観察期間（4年間）の平均値、および(B)㎡単価の前年比伸び率の観察期間（4年間）の平均

値の情報を表示することとした。なお、期間中の取引件数が1度も 10件を超えなかった駅に

ついては記号を表示しないこととした。 

まず、兵庫県阪神間南部 （尼崎市・西宮市・芦屋市）地域のデータを確認する（図5-33）。

第一に、大阪府により近い地域の㎡単価の伸び率が高い様子がうかがえる。阪神間地域には、

主要な鉄道路線として阪急神戸本線、JR 神戸線、阪神本線が東西に走っており、それぞれ大

阪市北部の大阪駅や梅田駅、大阪梅田駅といった都心駅へのアクセスが容易である。このた

め、企業が多く集積する大阪市北部への通勤が便利な地域として、上記の三路線の沿線駅は

居住エリアとして人気が高い。例えば、阪神本線の杭瀬駅、大物駅、出屋敷駅、JR 神戸線の

尼崎駅、甲子園口駅、阪急神戸本線の塚口駅、夙川駅、他にも、JR尼崎駅から伸びるJR福知

山線の塚口駅、猪名寺駅、伊丹駅の周辺において取引される中古マンションの㎡単価の伸び

率が大きいことが分かる。 

第二に、㎡単価の伸び率は大阪府から遠い地域ほど低下している。例えば、阪急甲陽線甲陽

園駅、阪急神戸線の武庫之荘駅、阪神本線の芦屋駅は、㎡単価の伸び率がマイナスとなってい

る。他にも、阪急電鉄今津線の今津駅から逆瀬川駅の間、阪神本線の鳴尾・武庫川女子大前駅

から打出駅の間も、㎡単価の伸び率が低くなっている。ただし、㎡単価の伸び率が低い駅の中

には、付近のマンションの平均価格が高い駅が多く含まれていることから、既にマンション

価格が高騰しているために伸び率が低くなっている可能性もある。 
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図 5-33 兵庫県阪神間南部（尼崎市・西宮市・芦屋市）の駅別中古マンション取引動向 

（出典）Google my map 

 

次に、阪神間北部（宝塚市・伊丹市・川西市・川辺郡・三田市）地域のデータを観察する（図

5-34）。大阪市北部の都心駅から離れていることもあり、㎡単価の伸び率が低い駅が見られる。

例えば、能勢電鉄の日生中央駅、平野駅、阪急宝塚線の雲雀丘花屋敷駅、中山観音駅、清荒神

駅、JR 福知山線の西宮名塩駅は、㎡単価の伸び率がマイナスとなっている。他方で、阪急電

鉄宝塚線の川西能勢口駅や宝塚駅といった㎡単価の伸び率が高い駅も見かけられる。これら

のことは、阪神間北部の中心駅である川西能勢口駅や宝塚駅周辺に人口が流入する一方で、

その周辺駅は人口が流出している可能性を示唆している。 

㎡単価伸び率

青：10%〜
緑： 5〜10%

灰： 3〜5%

黄:0〜3%

オレンジ： 0〜−5%
ピンク：−5〜-−10%

紫：〜−10%

平均価格

：4000万円以上
：3000万円台
：2000万円台
：1000万円台

・：1000万円未満
×：取引実績が少ない
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図 5-34 兵庫県阪神間北部（宝塚市・伊丹市・川西市・川辺郡・三田市）の駅別中古マンショ

ン取引動向  

（出典）Google my map 

 

㎡単価伸び率

青：10%〜
緑： 5〜10%

灰： 3〜5%

黄:0〜3%

オレンジ： 0〜−5%
ピンク：−5〜-−10%

紫：〜−10%

平均価格

：4000万円以上
：3000万円台
：2000万円台
：1000万円台

・：1000万円未満
×：取引実績が少ない
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さらに、神戸市中央区・灘区・東灘区の地域を見ていく（図5-35）。第一に、神戸市中央区

の都心駅に近い阪急神戸本線、JR 神戸線、阪神本線の駅の多くで、㎡単価が大きく伸びてい

ることが確認できる。神戸市の都心である三ノ宮駅、元町駅といった駅へのアクセスが容易

である駅前の中古マンションの需要が根強いことをうかがわせる。例えば、阪神本線の深江

駅、御影駅、石屋川駅、新在家駅、大石駅、阪急神戸本線の王子公園駅、西神山手線の県庁前

駅、神戸高速鉄道東西線の西元町駅、高速神戸駅の㎡単価の伸び率が高い。 

第二に、六甲アイランド内の駅は㎡単価の伸び率が高い駅が多く含まれていることが分か

る。同人工島はかつて米P&G社の日本本社が立地する等、企業の集積が見られた地域だが、現

在同社は転出している等、近年、経済活動の停滞が懸念されている地域である。アクセスにつ

いても、交通手段は陸路かJR神戸線の住吉駅に接続する神戸新交通六甲ライナーのみであり、

不便な立地と言える。ただ、地域内には美術館が複数存在する他、閑静な街並みであることか

ら、居住地域としての評価が高いため需要が根強い可能性がある。 

第三に、ポートアイランド内の駅周辺は取引実績も少なく㎡単価の伸び率も低いことが確

認される。同人工島は神戸市の都心駅である三ノ宮駅へのアクセスが良いだけでなく、神戸

医療産業都市が立地する他、神戸空港にも程近い立地であり、島内には集合住宅の供給も少

なくない。それにも関わらず、島内のマンション取引が停滞しているということは、職住近接

を嗜好する消費者が少ない上に、同人工島の居住地域としての競争力が低いことを示してい

る。 
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図 5-37 神戸市西区およびその周辺地域の駅別中古マンション取引動向 

（出典）Google my map 

 

  

㎡単価伸び率

青：10%〜
緑： 5〜10%

灰： 3〜5%

黄:0〜3%

オレンジ： 0〜−5%
ピンク：−5〜-−10%

紫：〜−10%

平均価格

：4000万円以上
：3000万円台
：2000万円台
：1000万円台

・：1000万円未満
×：取引実績が少ない
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神戸市兵庫区・長田区・須磨区・垂水区の周辺についても観察する（図5-38）。これら地域

は神戸の都心駅である三ノ宮駅や元町駅への通勤を想定して居住する人々が多い地域でもあ

るが、阪神淡路大震災からの復興過程で経済的に停滞している地域も多く含まれている。神

戸の都心駅により近い神戸市西神山手線の湊川公園駅、長田駅、山陽本線の鷹取駅、須磨駅に

おける㎡単価の伸び率は大きいが、それ以外は取引実績が少ないか、伸び率が低い駅が多く

立地していることが分かる。従って、主要な居住エリアを除けば、人口流入が停滞している可

能性がある。 

 

 

 

図 5-38 神戸市西区およびその周辺地域の駅別中古マンション取引動向 

（出典）Google my map 

 

最後に、兵庫県西部 （明石市・加古川市・加古郡・高砂市・姫路市）の沿線駅におけるマ

ンション取引動向について見ていく（図5-39）。これらの地域では、明石駅や山陽本線の姫路

駅の周辺の人気が高いことが知られている。山陽本線の山陽明石駅、加古川駅、姫路駅間は、

㎡単価伸び率

青：10%〜
緑： 5〜10%

灰： 3〜5%

黄:0〜3%

オレンジ： 0〜−5%
ピンク：−5〜-−10%

紫：〜−10%

平均価格

：4000万円以上
：3000万円台
：2000万円台
：1000万円台

・：1000万円未満
×：取引実績が少ない
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特急停車駅であるため、神戸中央区や大阪市北部への通勤者が居住するには便利な地域でも

ある。そのため、これらの駅周辺では㎡単価の上昇率が高い様子がうかがえる。他方で、これ

らの駅周辺は、山陽電気鉄道本線の亀山駅や姫神線の播磨高岡駅、JR 神戸線の大久保駅、播

但線の野里駅といった例外はあるものの、多くの沿線駅で取引実績が少ないか平方メートル

単価の伸び率が低い状況となっている。主要駅への人口流入は加速しているかもしれないが、

それ以外の地域では人口流出が起きている可能性がある。 

 

 

 

図 5-39 兵庫県西部（明石市・加古川市・加古郡・高砂市・姫路市）の駅別中古マンション

取引動向 

（出典）Google my map 

 

ここまで見てきたことで分かったことは以下の通りである。第一に、最も㎡単価の上昇率が

大きい駅には、大阪市北部や神戸市中央区の都心駅からのアクセスが容易である住宅地が多

く含まれている。特に、大阪市北部や神戸市中央区から程近い地域を中心に、㎡単価の上昇率

㎡単価伸び率

青：10%〜
緑： 5〜10%

灰： 3〜5%

黄:0〜3%

オレンジ： 0〜−5%
ピンク：−5〜-−10%

紫：〜−10%

平均価格

：4000万円以上
：3000万円台
：2000万円台
：1000万円台

・：1000万円未満
×：取引実績が少ない
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が高く、マンションの平均価格も高い傾向が認められる。第二に、阪神間北部、神戸市北区・

西区、神戸市西部から兵庫県西部にかけて、大阪市北部や神戸市中央区の都心駅へのアクセ

スが不便な地域では、㎡単価の低下が大きな地域や取引実績が少ない沿線駅が多く含まれて

いる。第三に、産業振興が進みつつあるポートアイランド内の駅周辺の取引状況は芳しくな

い一方で、企業流出が起きている六甲アイランド内の駅周辺では需要が根強い様子がうかが

える。 

こうした中古マンションの取引動向から見れば、兵庫県南部地域は総じて職住近接が妥当

する都心駅周辺の住宅需要が根強い地域というよりも、むしろ通勤を前提とした住宅選択を

する消費者が多く、競争力の高い住宅地域を含む駅周辺においてマンション取引が盛んであ

る様子がうかがえる。特に、ポートアイランド内の駅周辺ではマンション取引が低調である

ことが示唆的である。 

 

3. 国勢調査による兵庫県の人口動態 

ここでは兵庫県内の人口動態について、国勢調査のデータを基に観察する。最新の国勢調査

は 2020年度調査であるが、小地域統計が既に発表されている。ここでは、年齢階級別や住居

の建方別に、町丁目レベルの人口を確認することができる。なお、沿線駅とその付近の町丁目

レベルの住所をマッチングさせることは困難であるため、本分析では市区町レベルまでのデ

ータを基に見ていくこととする。調査対象は兵庫県下の市区町とする。 

まず、建方別の人口動態について確認する。国勢調査では、一戸建て、長屋、共同住宅の別

に、市区町の世帯数や人口について確認することができる。そこで、2015年と 2020年の国勢

調査の結果から、同一地域内における同一住居形態の人口の差分を抽出し、住宅別の人口動

態を確認する。特にここでは、共同住宅における人口動態に着目する。 

次に、同一年齢コホートにおける人口動態に注目する。国勢調査では、年齢階級（5歳階級）

別に、市区町の人口を観察することができる。例えば、2015 年の国勢調査において、神戸市

東灘区に居住する 60 歳～64 歳の年齢コホートは、2020 年の国勢調査においては同区に居住

する65歳～69歳の年齢コホートに相当する。両者の差分を取れば、2015年の段階で60歳～

64 歳であった人々の数から、自然減と神戸市東灘区から流出した人数を差し引き、神戸市東

灘区の外から流入した人数を足した値となっているはずである。このように、同一地域内で

異なる年齢階級の人口の差分を取ることで、同一地域内の同一年齢コホートの人口動態につ

いて見ていくこととする。 
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 3.1 建方別の人口動態の分析 

ここでは、2020年と 2015年の国勢調査の結果を用いて、主世帯人員総数の差分と共同住宅

における主世帯人員数の差分を見ていく。得られた結果は表5-3の通りである。なお、これら

の数値は自然減を含んでいる点には注意が必要である。 

この結果を見ると、主世帯人員総数の2015-2020年の差分が最も大きな流入超過の地域は、

神戸市中央区、明石市であり、次いで尼崎市が続くという状況になっている。逆に、流出超過

の地域は神戸市北区を筆頭に、神戸市西区、神戸市垂水区、加古川市、神戸市須磨区、神戸市

長田区と、神戸市中央区よりも西の地域が多く見られる。 

さらに、2020 年度の主世帯人員総数に占める主世帯人員総数の 2015-2020 年の差分につい

て見ると、市区町の人口規模に比して流入超過が大きな地域は神戸市中央区が突出しており、

次いで明石市、尼崎市、加東市となっている。反対に流出超過が大きな地域は、香美町、佐用

町、新温泉町、多可町、上郡町と兵庫県の内陸部・北部の地域が目立つ。 

つまり、人数の上でも、人口規模で除した比率の上でも、流入超過が目立つ地域には、兵庫

県南部の沿岸部の都心である神戸市中央区や、近年再開発が進み人口の誘致に成功している

明石市、尼崎市といった地域が挙げられる。他方で、流出超過が多い地域は、人数の上では兵

庫県南部の沿岸部や神戸市北部の地域が目立つものの、人口規模で除してやれば、過疎化が

進行している兵庫県内陸部・北部の地域が多く含まれる結果となっている。 

次に、共同住宅における主世帯人員数の 2015-2020 年の差分について確認する。流入超過

が見られる地域は、神戸市中央区、尼崎市が突出しており、大きく離れて神戸市兵庫区、姫路

市、西宮市、神戸市灘区、明石市と続く。流出超過の地域は、神戸市垂水区、神戸市北区、神

戸市須磨区、神戸市西区、加古川市と、神戸市北部と神戸市中央区よりも西の沿岸部地域に集

中している。 

2020 年度の主世帯人員総数に占める共同住宅における主世帯人員数の 2015-2020ｎ円の差

分について見ると、流入超過となっている地域は神戸市中央区が突出していることは同じだ

が、福崎町、神戸市兵庫区、加東市、尼崎市と続く。逆に、流出超過の地域は、神戸市北区、

神戸市垂水区、神戸市須磨区が目立つ。 

結果、集合住宅の居住者が増加することで人口増加を経験している地域は、神戸市の都心で

ある神戸市中央区がその筆頭となっていることが分かる。尼崎市も同様の傾向が見られるが、

その程度は神戸市中央区に比べれば劣る。明石市は集合住宅に移転してくる人口に頼らない
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人口増加を実現している。反対に、神戸市中央区以西及び神戸市北部の地域は、集合住宅に住

む人々の数が減少していることが、地域の人口減の大きな要因となっている。神戸市のよう

な都心エリアにおいても、過疎と集住が進行していることが確認される。 
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表 5-3 市区町別に見る建方別の主世帯人員数の差分とその割合（人、％） 

 

（出典）国勢調査（2015年度、2020年度） 

 

  

市区町

主世帯人員

総数の

2015_2020

の差分

共同住宅に

おける主世

帯人員数の

2015_2020

の差分

2020年度の主世

帯人員総数に占

める主世帯人員

総数の2015-2020

の差分

2020年度の主世

帯人員総数に占

める共同住宅に

おける主世帯人

員数の2015-2020

の差分

神戸市中央区 10578 12819 7.3 9.1

尼崎市 4836 12788 1.1 2.9

神戸市兵庫区 605 3819 0.6 3.7

姫路市 -4453 2810 -0.9 0.5

西宮市 -1517 2418 -0.3 0.5

神戸市灘区 -384 1814 -0.3 1.4

明石市 9420 1639 3.2 0.6

加東市 406 1277 1.0 3.3

三木市 -2184 1024 -3.0 1.4

福崎町 54 936 0.3 5.1

伊丹市 647 930 0.3 0.5

神戸市東灘区 -1709 630 -0.8 0.3

加西市 -1782 290 -4.3 0.7

丹波篠山市 -1923 135 -5.0 0.4

西脇市 -2078 64 -5.5 0.2

丹波市 -3219 60 -5.4 0.1

太子町 -317 57 -1.0 0.2

朝来市 -1849 46 -6.6 0.2

神河町 -917 26 -8.9 0.3

宍粟市 -3021 -10 -8.9 0.0

稲美町 -722 -17 -2.4 -0.1

小野市 -1150 -22 -2.5 0.0

香美町 -2016 -24 -12.9 -0.2

新温泉町 -1429 -27 -11.0 -0.2

市川町 -1065 -39 -9.6 -0.4

相生市 -1742 -46 -6.4 -0.2

上郡町 -1406 -57 -10.4 -0.4

多可町 -1999 -101 -10.8 -0.6

播磨町 -32 -105 -0.1 -0.3

赤穂市 -2443 -107 -5.5 -0.2

豊岡市 -4825 -110 -6.4 -0.1

佐用町 -1714 -166 -11.5 -1.1

養父市 -2004 -232 -9.4 -1.1

淡路市 -2230 -252 -5.5 -0.6

猪名川町 -1161 -291 -4.0 -1.0

南あわじ市 -2960 -378 -6.9 -0.9

神戸市長田区 -5097 -403 -5.5 -0.5

洲本市 -3044 -427 -7.6 -1.1

芦屋市 -840 -477 -0.9 -0.5

たつの市 -3096 -530 -4.3 -0.7

宝塚市 1100 -733 0.5 -0.3

高砂市 -3130 -752 -3.6 -0.9

三田市 -3074 -957 -2.9 -0.9

川西市 -4380 -965 -2.9 -0.7

加古川市 -5856 -2445 -2.3 -1.0

神戸市西区 -10351 -2474 -4.5 -1.1

神戸市須磨区 -5223 -2980 -3.3 -2.0

神戸市北区 -13056 -6825 -6.4 -3.4

神戸市垂水区 -6438 -6828 -3.0 -3.3
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3.2 年齢階級別の人口動態の分析 

次に、市区町別に同一年齢コホートにおける人口動態を確認する（表 5-4）。特に、転出の

大きなきっかけとなる高卒（就職や大学進学）、大卒（就職や大学院進学）、65 歳定年および

70歳定年の時期に着目する。高校卒業に伴う社会移動の影響は、同一市区町内において、2015

年調査で14歳〜19歳であるコホートの人口と、2020年調査で20歳〜24歳のコホートにおけ

る人口との差分に含まれると考える。同様に、大学卒業に伴う社会移動の影響は、同一市区町

内において、2015年時点で 20歳〜24歳のコホートにおける人口と、2020年時点で24歳〜29

歳のコホートにおける人口との差分に含まれると考える。65 歳定年による社会移動の影響に

ついては、同一市区町内において、2015 年時点で 60 歳〜64 歳のコホートにおける人口と、

2020 年時点で 65 歳〜69 歳のコホートとの差分を取ることで抽出する。70 歳定年による社会

移動の影響は、同一市区町内において、2015 年時点で 65 歳〜69 歳のコホートにおける人口

と、2020 年時点で 70 歳〜74 歳のコホートとの差分を取ることで抽出する。なお、ここでも

自然減の影響が含まれていることには注意を要する。 

分析の結果について観察する。第一に、高校卒業に伴う社会移動の影響を含む人口変動（高

卒）を2020年度人口総数で除した割合を見てみると、人口流出の影響が大きいのは、香美町、

養父市、新温泉町、多可町、神河町、宍粟市、豊岡市、市川町といった兵庫県の北部地域が多

く含まれる。これらの地域から多くの若者が流出している様子がうかがえる。 

第二に、大学卒業に伴う社会移動の影響を含む人口変動（大卒）を2020年度人口総数で除

した割合を見てみると、高卒とは大きく異なり、三田市、神戸市灘区、福崎町、神戸市西区、

猪名川町、神戸市東灘区、神戸市須磨区といった地域が、人口流出を経験していることが分か

る。これらの地域は、大学が立地している地域が多く含まれているため、大卒就職や大学院進

学に伴って、若者が域外に転出している様子がうかがえる。 

第三に、定年に伴う社会移動の影響について同様に見てみると、65歳定年の影響（65歳定

年）については、神戸市中央区、神戸市兵庫区、香美町、尼崎市、神戸市長田区、神戸市灘区、

多可町、相生市といった地域の流出割合が大きい。さらに、70歳定年の影響（70歳定年）に

ついては、神戸市兵庫区、神戸市中央区、尼崎市、相生市、神戸市灘区、神戸市長田区、神戸

市東灘区といった地域からの流出割合が大きい。つまり、一部例外はあるものの、兵庫県南部

の都市部や居住地域として人気のエリアから、定年に伴って人口流出が起きている。なお、人

口流出が比較的抑えられている地域としては、65 歳定年については、淡路市、川西市、猪名

川町、芦屋市、伊丹市、70 歳定年については、猪名川町、淡路市、三田市、伊丹市といった
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地方の市町が多く含まれている。 

結果、学卒や定年といったライフイベント毎に人口流出を経験する地域は、それぞれ異なる

ことが分かった。高卒時の社会移動については、中山間地の地域が大きな影響を受けている

ことが分かる。これに対して大卒時の社会移動については、大学が立地する地域や都心に近

い人気居住地域を含む沿岸部が影響を受けている様子がうかがえる。定年による社会移動つ

いては、神戸市中央区や尼崎市といった生産年齢人口の人口集積に成功している地域を中心

に人口流出が発生している。 
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表 5-4 市区町別に見る年齢階級別の人員数の差分とその割合（人、％） 

 

（出典）国勢調査（2015年度、2020年度） 

 

  

市区町 高卒 大卒 65歳定年 70歳定年

2020年度人

口総数に占

める高卒の

割合

2020年度人

口総数に占

める大卒の

割合

2020年度人

口総数に占

める65歳定

年の割合

2020年度人

口総数に占

める70歳定

年の割合

神戸市兵庫区 1687 1511 -816 -1427 1.5 1.4 -0.7 -1.3

神戸市中央区 3757 1191 -1251 -1807 2.5 0.8 -0.8 -1.2

尼崎市 914 2450 -2780 -4097 0.2 0.5 -0.6 -0.9

相生市 -315 -103 -134 -232 -1.1 -0.4 -0.5 -0.8

神戸市灘区 1682 -2509 -726 -1046 1.2 -1.8 -0.5 -0.8

神戸市長田区 78 -82 -544 -711 0.1 -0.1 -0.6 -0.8

神戸市東灘区 -699 -2805 -869 -1529 -0.3 -1.3 -0.4 -0.7

上郡町 -205 -81 -39 -95 -1.5 -0.6 -0.3 -0.7

市川町 -220 -123 -32 -72 -2.0 -1.1 -0.3 -0.6

稲美町 -281 -163 -85 -192 -0.9 -0.5 -0.3 -0.6

神戸市須磨区 -805 -1740 -563 -1004 -0.5 -1.1 -0.4 -0.6

神戸市垂水区 -1890 -1548 -746 -1359 -0.9 -0.7 -0.3 -0.6

神戸市北区 -2273 -1961 -737 -1306 -1.1 -0.9 -0.4 -0.6

佐用町 -266 -47 -58 -98 -1.7 -0.3 -0.4 -0.6

多可町 -415 -113 -95 -117 -2.2 -0.6 -0.5 -0.6

加東市 25 46 -112 -239 0.1 0.1 -0.3 -0.6

豊岡市 -1552 476 -276 -448 -2.0 0.6 -0.4 -0.6

香美町 -503 -16 -101 -92 -3.1 -0.1 -0.6 -0.6

南あわじ市 -668 -12 -125 -252 -1.5 0.0 -0.3 -0.6

養父市 -490 64 -73 -126 -2.2 0.3 -0.3 -0.6

高砂市 -582 -289 -299 -498 -0.7 -0.3 -0.3 -0.6

福崎町 -235 -317 -68 -109 -1.2 -1.6 -0.4 -0.6

朝来市 -559 95 -111 -163 -1.9 0.3 -0.4 -0.6

太子町 -336 24 -98 -186 -1.0 0.1 -0.3 -0.6

神戸市西区 -2514 -3498 -849 -1324 -1.1 -1.5 -0.4 -0.6

宍粟市 -722 70 -85 -192 -2.1 0.2 -0.2 -0.6

新温泉町 -292 21 -51 -73 -2.2 0.2 -0.4 -0.5

播磨町 -162 -101 -93 -184 -0.5 -0.3 -0.3 -0.5

たつの市 -865 -707 -258 -395 -1.2 -1.0 -0.3 -0.5

加古川市 -1784 -44 -906 -1386 -0.7 0.0 -0.3 -0.5

丹波篠山市 -492 -66 -83 -210 -1.2 -0.2 -0.2 -0.5

西脇市 -575 57 -107 -203 -1.5 0.1 -0.3 -0.5

西宮市 -627 -1915 -1449 -2538 -0.1 -0.4 -0.3 -0.5

姫路市 -2895 -237 -1653 -2727 -0.5 0.0 -0.3 -0.5

洲本市 -614 75 -102 -206 -1.5 0.2 -0.2 -0.5

赤穂市 -597 -175 -132 -225 -1.3 -0.4 -0.3 -0.5

小野市 -430 -93 -85 -229 -0.9 -0.2 -0.2 -0.5

宝塚市 -1092 -1151 -374 -1067 -0.5 -0.5 -0.2 -0.5

丹波市 -937 202 -116 -286 -1.5 0.3 -0.2 -0.5

明石市 -1231 1890 -828 -1405 -0.4 0.6 -0.3 -0.5

三木市 -540 -268 -157 -326 -0.7 -0.4 -0.2 -0.4

芦屋市 -801 -668 -137 -341 -0.9 -0.7 -0.1 -0.4

加西市 -429 39 -95 -155 -1.0 0.1 -0.2 -0.4

神河町 -228 -49 -27 -38 -2.1 -0.5 -0.3 -0.4

川西市 -1021 -1070 -206 -534 -0.7 -0.7 -0.1 -0.4

伊丹市 -317 118 -297 -690 -0.2 0.1 -0.1 -0.3

三田市 -1106 -2257 -270 -374 -1.0 -2.1 -0.2 -0.3

淡路市 -355 -144 -41 -129 -0.8 -0.3 -0.1 -0.3

猪名川町 -483 -422 -42 -90 -1.6 -1.4 -0.1 -0.3
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4. 暫定的な結論と政策的含意 

以上の分析から、以下の暫定的な結論を得る。第一に、全国的にマンションの資本コストの

低下によって投資需要が高まっている可能性がある。近年、多くの地域でマンションの資本

コストは大きく低下した。資本コストの低下に伴いマンションに対する不動産投資の需要が

喚起された結果、不動産価格の上昇が起きているかもしれない。 

第二に、マンション価格の上昇は地域内で一様に起きているのではないことが確認される。

兵庫県を例に小地域統計を観察したところ、神戸市中央区・東灘区・灘区、兵庫県阪神間南部

（尼崎市・西宮市・芦屋市）といった、従来から居住エリアとしての人気が高い地域を中心に、

マンション価格が上昇していることが確認された。 

さらに、沿線・駅別のデータを見れば、最も㎡単価の上昇率が大きい駅は、大阪市北部や神

戸市中央区の都心駅からのアクセスが容易である住宅地を中心に、㎡単価の上昇率が高く、

マンションの平均価格も高い傾向が認められる。これに対して、阪神間北部、神戸市北区・西

区、神戸市西部から兵庫県西部にかけて、大阪市北部や神戸市中央区の都心駅へのアクセス

が不便な地域では、㎡単価の低下が大きな地域や取引実績が少ない沿線駅が多く含まれてい

る。 

そして、産業振興が進みつつあるポートアイランド内のマンション取引状況は芳しくない

一方で、企業流出が起きている六甲アイランド内ではマンション需要が根強い様子がうかが

える。 

これら兵庫県における中古マンションの取引動向から見れば、兵庫県南部地域は総じて職

住近接が妥当して都心駅周辺の住宅需要が根強いというよりも、むしろ通勤を前提として消

費者が利便性の高い地域におけるマンション取引を選択していると考えられる。特に、ポー

トアイランド内の駅周辺ではマンション取引が低調であることが示唆的である。 

第三に、国勢調査に基づいて兵庫県内の人口動態を分析したところ、集合住宅の居住者が増

加することで人口増加を経験している地域は、神戸市の都心である神戸市中央区がその筆頭

となっていることが分かった。尼崎市も同様の傾向が見られるが、その程度は神戸市中央区

に比べれば劣る。明石市は集合住宅に移転してくる人口に頼らない人口増加を実現している

と言って良い。 

さらに、高卒、大卒、定年といったライフイベント毎に、人口流出を経験する地域はそれぞ

れ異なることが分かった。高卒時の社会移動については、兵庫県北部の中山間地の地域が主

として大きな影響を受けていることが分かる。これに対して大卒時の社会移動については大



 

- 113 - 

 

学が立地する地域、また都心に近い人気の居住地域が影響を受けている様子がうかがえる。

定年による社会移動については、神戸市中央区や尼崎市といった生産年齢人口の集積に成功

している地域を中心に人口流出が発生している可能性がある。 

これらの結果から得られる政策的含意は以下の通りである。第一に、Society 5.0への対応

を図る上では、広域の人口動態とその将来を予測しておく必要がある。今後もマンション需

要の増大は続く可能性があり、それに伴って、都心へのアクセスが有利な地域の人口流入と

それ以外の地域の人口流出が同時に進行する可能性がある。人口集積が進む地域を中心に

Society 5.0への対応を進めるだけでなく、人口減少を経験している地域社会の課題解決に向

けて、人口流出地域の人口マネジメントに向き合う必要がある。 

第二に、産業政策の推進と雇用の拡大を前提とした人口流入増にこだわらない政策対応を

検討する必要がある。兵庫県南部地域を中心に、マンション価格の上昇や集合住宅に住む人々

の流入が見られる地域では、職住近接による人口増が実現している地域は多くない。阪神間

の人気の居住エリアが都心部と必ずしも一致しないことや、神戸医療産業都市が立地し、都

心に程近いポートアイランド内でのマンション取引が停滞していることはその証左と言える。

つまり、人口流出を食い止める上で、産業振興よりも、教育や福祉、文化振興や住宅政策とい

った生活者目線に立った政策を実施することで、居住地域の住みやすさを改善する方が有効

である。明石市はこうした対応に成功した事例と言える。 

第三に、2020 年以降の新型コロナウィルス感染症が今後の社会に与える影響を予測した上

で、地域社会の人口動態への対応を検討する必要がある。コロナ禍により、企業活動や生活に

おける遠隔対応が一気に進展したことで、通勤や通学を前提としたライフスタイルは大きな

変更を迫られている。他方で、コロナ禍により浸透した企業によるテレワークの実施が低下

しているという調査結果も存在する注17。今後、コロナ禍以前のように、大阪市北部や神戸市

中央区のような都心に人口が集住し、集積の利益を活かす形で経済活動が発展すると共に地

方では過疎が進行するのか、それともリモートワークが一般化し、生活圏において職住近接

が進み、住宅価格が安くアメニティが整っている地域への人口流入が進むことで分散居住が

定着するのか、現在のところ正確に予想することは難しい。しかし、もし後者のライフスタイ

ルが定着するのであれば、従来型の都市開発と都市構造のあり方は大きな変化を余儀なくさ

れる。その際、都心の価値は、多くの定住人口を抱えることで集積の利益が働く点にあるとい

うよりも、空間的・精神的・文化的な「ゆとり」の創出によって交流人口の増加と都心の滞在

価値を高めるようなものへと変化する必要がある。そうした、都市の価値を再定義するよう
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な政策手段を検討し、市民とのコンセンサスの形成を図ることは地方行政の重要な政策課題

となる。 

第四に、地方への人口流入を促す際に、地域の社会的課題を梃子とした戦術を考えることは

一考の余地がある。リモートワークやオンライン授業の普及により、分散型の居住が可能な

ライフスタイルが実現したとして、どういった誘因により人口流入を促すかを考える際に、

これまでのような補助金やアメニティの整備に加えて、企業や市民に対して社会的課題の解

決を訴えてはどうか。例えば、兵庫県では、ビジネスチャットツールの開発で知られる

Chatwork 社の経営幹部が、地域社会の課題解決により地域活性化を目指す『谷上プロジェク

ト』に関する活動を継続的に行っていた注 18。また、人材派遣のパソナ社は本社を淡路島に移

転し、2025 年には淡路島夢舞台サスティナブル・パーク内の広大な敷地に本社機能を拡張さ

せることを発表している注19。社会的課題の解決を企業や市民に託しながら、同時に民間部門

にイノベーションや能力開発の機会を提供することで、地方に企業や人口の集積を促す手法

は、今後有効な地域振興の手段となり得る可能性がある。 

 

【注釈】 

注１） 内閣府「Society5.0とは」（https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/） 

注２） 総務省統計局「統計トピックスNo.119 統計が語る平成のあゆみ １．人口 人口減

少社会、少子高齢化」（https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1191.html） 

注３） 総務省によれば、65歳以上の高齢者が人口に占める割合が50％を超えた「限界集落」

は、2019年 4月時点で2万 372か所にも上るという。（読売新聞「「限界集落」１割増

え 2 万か所超す、いずれ無人化の可能性２７４４集落」2020 年 3 月 28 日, 

（https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200327-OYT1T50270/））。 

注４） 朝日新聞「東京の人口 1398 万人、26 年ぶり減少 コロナによる転出増が影響」2022

年 2月 2日, (https://www.asahi.com/articles/ASQ217HGLQ21UTIL01K.html） 

注５） 商業用不動産指数は四半期・年ベースでの公表となっており、データの公表対象地域

も三大都市圏のみとなっている。 

注６） ヘドニック法による住宅価格推計の研究については、刈屋他（2016）、清水・唐渡（2007）、

隅田（2015）が挙げられる。 

注７） 不動産価格指数におけるヘドニック法による品質調整の方法の他、データの詳細につ

いては、国土交通省不動産・建設経済局「不動産価格指数（住宅）の作成方法」2020
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年 8月 , （https://www.mlit.go.jp/common/001360416.pdf））を参照のこと。 

注８） 所有権移転登記がなされたもののうち、登記上の地目が「宅地」であるものから、現

地調査に基づく類型が「更地」、もしくは「底地」であるもの、またはアンケート調査

における取引の内容が「土地のみを取引」としているもの、現地調査及びジオコーデ

ィングに基づく「用途地域」が、「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住

居地域、準住居地域」であるものを対象としている。なお、市街地区域外で用途地域

の指定がない地域は、現地調査における土地の種別が「住宅地（優良）」「住宅地（準

優良）」「住宅地（標準）」であるもの、もしくはアンケート調査における今後の利用目

的が「住宅」であるものを指す。 

注９） 所有権移転登記がなされたもののうち、登記上の地目が「宅地」であるものから、現

地調査に基づく類型が「建付地」であるもの、またはアンケート調査による取引の内

容が「土地と建物を一緒に取引」であるものを対象としている。付け加えると、現地

調査に基づく「建物等の用途」が、「居宅」「住宅」「戸建住宅」「一般住宅」「住居」「居

宅・物置」「居宅、物置」「居宅・車庫」「居宅、車庫」の完全一致であるもの、もしく

は、アンケート調査における「今後の利用目的」が「住宅」であるものが含まれてい

る。ただし、土地・建物一体で取引されたと思われる建物所有権移転登記における「建

物種類」が「共同住宅」であるものを除く。 

注１０） 「区分所有建物」もしくは「区分所有建物の敷地」として所有権移転登記がなされた

もの、もしくは所有権移転登記における「専有・種類」が「居宅」であるものが含ま

れている。 

注１１） 他にも、消費者の異時点間の効用最大化から資本コストを分析した研究（Dougherty 

and Van Order, 1982; 中神, 1992）や、土地の資本コストに関する研究（Poterba, 

1984; Hendershott and Schilling, 1982）が存在する。 

注１２） 消費者物価指数における地域区分に含まれる都道府県は以下の通り。北海道（北海

道）、東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 ）、関東（茨城県、栃

木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県）、北陸（新潟県、

富山県、石川県、福井県 ）、東海（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）、近畿（滋賀県、

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）、中国（鳥取県、島根県、岡山県、広島

県、山口県）、四国（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）、九州（福岡県、佐賀県、長
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崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、沖縄（沖縄県）。 

注１３） なお、2007 年 4月 1日以降、定額法が改正され残存価額をゼロとして償却を行うよ

うになっている。新しい定額法の定式化に基づいた分析は今後の課題としたい。 

注１４） 国税庁が公表している住宅の法定耐用年数は、木骨モルタルの住宅は20年、金属造、

主要な鉄骨の肉厚が 3ｍｍ以下のものは 19 年、木造・合成樹脂造のものは 22 年、金

属造、主要な鉄骨の肉厚が 3〜4ｍｍ以下のものは 27 年、金属造、主要な鉄骨の肉厚

が 4ｍｍ超のものは34年、鉄骨鉄筋コンクリート造のものは47年となっている。（参

照：ヘーベルメゾン「所得税と確定申告」、 

（https://www.asahi-kasei.co.jp/maison/chiebukuro/tax/shinkoku-11.html/）） 

注１５） 小林（2017）によれば、黒田総裁就任後、日本銀行は 2013年 4月に量的質的金融緩

和政策を採用後、ETFや J-REITの買い入れについても積極的な方針を取るようになっ

たという。この方針変更自体は J-REIT の収益率を変化させたわけではないが、ボラ

ティリティを低下させたことで、結果的にリスク・プレミアムを縮小させる効果があ

ったと指摘している。こうしたリスク・プレミアムの低下が、マンション市場に投資

資金を呼び込む誘因となった可能性がある。 

注１６） ある民間企業の調べによれば、住みたい街として神戸市中央区・灘区・東灘区、阪神

間南部地域（尼崎市・西宮市・芦屋市）の駅名が上位 50位の中に12か所掲載されて

いる。（SUUMO「SUUMO住みたい街ランキング2021関西版〜住みたい街（駅）1位は？」

2021年 4月 14日,                                               , 

(https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/data/sumimachi2021k

ansai_eki/)） 

注１７） 日本生産性本部「テレワーク実施率は過去最低の 18.5％、中堅・大企業の実施率低

下が影響」2022年 1月 27日、(https://kyodonewsprwire.jp/release/202201256507) 

注１８） 谷上プロジェクトでは、「変化を起こしていくには、まだ成熟していない街である必

要がある。」として、地域活性化に取り組む人材の育成とまちづくりを両立させるよう

な取り組みが行われていた。（https://taniga.me） 

注１９） 産経新聞「パソナが公用地７・４万平方メートル買収へ 令和７年に「淡路本社」」

2022年 2月 16日, 

 (https://www.sankei.com/article/20220216-PTTYUKYMXFJHTD32STXT5XIIXQ/)  
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第６章 外国人介護人材の受け入れに関する COVID-19 下の現状と課題―音声認

識システムの利用や中高年齢者活用のあり方を踏まえて― 

 

  劉 雯 

 

1. はじめに 

介護労働人材の不足は現在もなお厳しい状況下にある。厚生労働省による報告（2018）では、

都道府県が推計した介護人材の需要を鑑みて、2025 年度末には約 245 万人の介護人材が必要

となる。国は、これまで①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定

着促進・生産性向上、④介護職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材

確保対策に取り組んできた。今後、さらに講じる対策として、介護ロボット・ICT活用推進の

加速化や、在留資格「介護」の創設に伴う介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生等

の支援（介護福祉士修学金の貸付推進、日常生活面での相談支援等）などを挙げている。 

「ソサエティ5.0」は、日本が提唱する未来社会のコンセプトで、サイバー空間（仮想空間）

とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の

解決を両立させようというものである。AI・ロボットの技術革新は様々な分野で変革をもた

らす。介護分野に限っても、介護ロボットを利用することにより、高齢者の雇用も可能とな

る。また音声認識システムについては、既に実用域に入っているが、将来的には外国人の日本

語習得を待たずともこれを使うことで外国人を意識することはなくなるであろう。 

また、日本は少子高齢化が進むと同時に、勤労者数と高齢者数のアンバランスという大きな

問題を抱えている。「人生100年時代」において、働く意欲と能力のあるシニア層がいつまで

も働くことのできる社会構築は、日本の喫緊の課題である。加えて、年金等の制度は一定数の

中高年者・高齢者にとっては不十分で、生きる上で働かざるを得ない状況にある。 

そこで、本研究では、兵庫県下の高齢者施設等を実態調査することにより、兵庫県における

人口減少・高齢化など社会的課題の解決と経済的発展に繋がる具体的なビジョンと制度設計

への行程を示すことに寄与したい。具体的には、外国人介護人材の受入・活用、老人福祉・介

護事業における中高年齢者活用のあり方、加えて、言葉や文化の壁に対して、近年進歩の著し

い音声認識システムの利用の可能性について、外国人介護人材の受入施設の実態及び意向を

調査する。 
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2. 兵庫県における人口減少と少子高齢化の進行 

日本の65歳以上の高齢者の割合は2007年に 21％を超え、「超高齢化社会」に突入したと言

われて久しい。その後も増加の一途で、内閣府の2021年版高齢社会白書によると最新の日本

全体の高齢化率は28.8％（2020年 10月 1日時点）で、兵庫県は29.0％（2021年 2月 1日時

点）とほぼ全国平均である。 

兵庫県を取り巻く環境は大きく変化しており、本格的な人口減少社会が到来し、少子高齢化

が進むとともに、人口知能などの革新技術の進歩が産業や暮らしを変えつつある。一方で、20

歳代の若者を中心とする流出超過や、女性人口の減少、50 歳未婚率の上昇に伴う出生数の減

少が大きな課題として顕在化している。 

兵庫県の将来推計人口は、国勢調査の結果（2015）と国立社会保障・人口問題研究所の将来

推計（2018）をもとに推計された「兵庫県将来推計人口について」（2019）が直近のものであ

るが、今後の人口見通しは、2015年から2065年にかけて205万人（37%）減少し、349万人と

なる見込みである。 

年齢別では、年少人口（0～14歳）は、2015年の 71万人から2065年には 34万人（15年比

48％）まで減少し、比率は 12.8％（2015年）から9.7％（2065年）へと低下する。生産年齢

人口（15～64歳）は、2015年の 332万人から2065年には175万人（15年比 53％）まで減少

する。老年人口（65 歳以上）は、2015 年の 150 万人から 2040 年の 177 万人（15 年比 118%）

まで増加した後、減少に転じ、2065 年には 139 万人（15 年比 93％）となる。高齢化率は、

27.1％（2015年）から 40.0％（2065年）へ上昇する。また、後期老年人口（75歳以上）は、

2065年には 92万人（15年比 131％）となり、後期高齢化率は12.7％（2015年）から26.5％

（2065 年）へ上昇する。さらに、兵庫県における要介護認定者数は 2030 年には約 41 万人

（2015年比＋42%）に増加すると見込まれており、特に都市部においては、後期高齢者人口の

増加が顕著であり、拡大する介護需要への対応が大きな課題となっている。しかし、給料水準

において介護職は他の産業に比べ低く、離職率が高く、就職先として選ばれにくくなってい

る。 

一方で明るい兆しもある。近年顕著なのは、外国人の入国超過である。兵庫県人口に占める

外国人人口の割合は未だ2％に過ぎないが、近年緩やかに増加しており、長期的にはこの傾向

が続く可能性が高い。需要過多になっている介護業界では、早くから外国人労働者への期待

の声が高まっており、既に外国人看護師・介護福祉士を受け入れている施設等も少なくない。 

加えて、兵庫県の生産年齢人口（15～64 歳）は 2015 年の 332 万人から減少の一途を辿る
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が、「元気高齢者」の増加を踏まえて74歳まで定義を広げる（拡大生産年齢人口）と、2035年

は現在より多い338万人となる見込みである。 

 

 

図 6-1 兵庫県における基準推計の推計結果（年齢別人口比率（年齢別人口）） 

（出典）兵庫県企画県民部ビジョン局ビジョン課「兵庫県将来推計人口（2015～65年）」

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk07/documents/kaisetsu.pdf）より筆者作成。 

 

これらの人口推移を踏まえ、介護人材の需給ギャップの解消に向けて、外国人介護人材の受

入・活用に加え、中高年齢者活用のあり方についても検討すべき重要課題となっている。 

 

3. 外国人雇用状況 

厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況のまとめ（2020年 10月末現在）によると、外

国人労働者数は約 172 万人で過去最高を更新するも、新型コロナウイルス感染拡大の影響を

受け、増加率は前年 13.6％から 9.6 ポイントの大幅な減少となった。国籍別では、ベトナム

が中国を抜いて最も多くなり、約44.4万人（外国人労働者数全体の25.7％）で、次いで中国

が約41.9万人（同24.3％）、フィリピンが約18.5万人（同10.7％）となっている。 
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表 6-1 外国人労働者数（国籍別）      （単位：人） 

 2016年 対前年 

増減率 

2017年 対前年 

増減率 

2018年 対前年 

増減率 

2019年 対前年 

増減率 

2020年 対前年 

増減率 

外 国人労

働者総数 

1,083,769 19.4% 1,278,670 18.0% 1,460,463 14.2% 1,658,804 13.6% 1,724,328 4.0% 

中国（香港

等を含む） 

344,658 6.9% 372,263 8.0% 389,117 4.5% 418,327 7.5% 419,431 0.3% 

韓国 

 

48,121 16.1% 55,925 16.2% 62,516 11.8% 69,191 10.7% 68,897 -0.4% 

フ ィリピ

ン 

127,518 19.7% 146,798 15.1% 164,006 11.7% 179,685 9.6% 184,750 2.8% 

ベトナム 

 

172,018 56.4% 240,259 39.7% 316,840 31.9% 401,326 26.7% 443,998 10.6% 

ネパール 

 

52,770 35.1% 69,111 31.0% 81,562 18.0% 91,770 12.5% 99,628 8.6% 

イ ンドネ

シア 

27,747 30.3% 34,159 23.1% 41,586 21.7% 51,337 23.4% 53,395 4.0% 

ブラジル 

 

106,597 10.3% 117,299 10.0% 127,392 8.6% 135,455 6.3% 131,112 -3.2% 

ペルー 

 

26,072 6.8% 27,695 6.2% 28,686 3.6% 29,554 3.0% 29,054 -1.7% 

G7/8 ＋ オ
ー ストラ
リ ア＋ニ
ュ ージー
ランド 

 

内アメリカ 

内イギリス 

 

67,355 

 

10.0% 73,636 9.3% 77,505 5.3% 81,003 4.5% 80,414 -0.7% 

 

 

 

28,976 

10,859 

 

 

 

9.9% 

8.1% 

 

 

 

31,548 

11,730 

 

 

 

8.9% 

8.0% 

 

 

 

32,976 

12,236 

 

 

 

4.5% 

4.3% 

 

 

 

34,454 

12,352 

 

 

 

4.5% 

0.9% 

 

 

 

33,697 

12,330 

 

 

 

-2.2% 

-0.2% 

 

 

110,913 31.0% 141,524 27.6% 171,253 21.0% 201,156 17.5% 213,649 6.2% 

※ 各年 10月末現在。 

（出典）厚生労働省「別添 3：『外国人雇用状況』の届出状況表一覧（令和 2年 10月末現在）」

https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000728549.pdf より筆者作成。 

 

産業別では、高齢者介護施設等を含む外国人労働者を雇用する事業所数（表 6-2）は 267,243

か所で、前年比24,635か所（10.2％）増加し、過去最高を更新したが、増加率は前年12.1％

から1.9％ポイントの減少となった。建設業が20.5％と最も多く、次いで医療、福祉が18.0%

と多い。 

表 6-2 外国人雇用事業所数（産業別）                  （単位：所） 

 2016年 対前年 

増減率 

2017年 対前年 

増減率 

2018年 対前年 

増減率 

2019年 対前年 

増減率 

2020年 対前年 

増減率 

事業所総数 

 

172,798 13.5% 194,595 12.6% 216,348 11.2% 242,608 12.1% 267,243 10.2% 

建設業 

 

12,911 32.4% 16,711 29.4% 20,264 21.3% 25,991 28.3% 31,314 20.5% 

製造業 

 

40,542 6.9% 43,293 6.8% 46,254 6.8% 49,385 6.8% 51,657 4.6% 

情報通信業 

 

8,248 13.7% 9,247 12.1% 10,037 8.5% 11,058 10.2% 11,912 7.7% 

卸売業、小売

業 

29,249 14.6% 33,229 13.6% 36,813 10.8% 42,255 14.8% 48,299 14.3% 
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宿泊業、飲食

サービス業 

24,732 14.4% 27,779 12.3% 31,453 13.2% 34,345 9.2% 37,274 8.5% 

教育、学修支

援業 

5,491 7.1% 5,856 6.6% 6,144 4.9% 6,471 5.3% 6,663 3.0% 

医療、福祉 

 

7,470 18.3% 8,719 16.7% 9,913 13.7% 11,700 18.0% 13,804 18.0% 

サービス業

（他に含ま

れないもの） 

13,705 14.8% 15,528 13.3% 17,419 12.2% 19,510 12.0% 21,195 8.6% 

7.7%その他 

 

30,450 13.6% 34,233 12.4% 38,051 11.2% 41,893 10.1% 45,125 7.7% 

※ 各年 10月末現在。 

※ 産業別のデータは、日本産業分類（2013年 10月改定）に対応している。 

（出典）厚生労働省「別添 3：『外国人雇用状況』の届出状況表一覧（令和 2年 10月末現在）」

https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000728549.pdf より筆者作成。 

 

4. 東アジアにおける高齢化の急速化 

日本が単独で世界最高齢化国としての課題を単独で乗り越えることは不可能であり、後続

の国々も遅れて同様の課題に直面することを考慮すると、日本にとって地理的、経済的、文化

的要素を共有する東アジア・ASEAN諸国との連携の必要性は言うまでもない。 

東アジア・ASEAN諸国のうち人口高齢化のスピードが日本よりも早い国があり、さらに若年

人口の都市流入は地方の人口減少・高齢化に拍車をかけている。なかでも、国内の人口変動に

対応するため、韓国や台湾では既に短期外国人雇用プログラムを運用しており、他の ASEAN諸

国での域内移動の自由化が進められている。 

今後、更なる国際人口移動の動向が注目されるなか、外国人介護人材の就労先国として日本

は選ばれるだろうか。また、介護職は他の就業オプションとの競合により供給数は減少する

かといった問いが喫緊の課題となる。そこで、本研究プロジェクトとともに介護現場におけ

る外国人介護人材の受入れに関する調査を進めている科研（C）「介護福祉士供給国フィリピ

ンと需要国日本の COVID-19 下の現状分析」では、東アジア・ASEAN 諸国における人口変動過

程（少子化、長寿化、高齢化、国内・国際人口移動等）および関連する政策を扱うことにより、

個別分析では得られない結論を得ることを目指す。特に人口の絶対数が多いだけでなく、人

口動態にも極めて恵まれているフィリピンに着目している。フィリピンは、国民の平均年齢

が 25歳程度と近隣諸国と比較して圧倒的に若く、生産年齢人口の総人口に占める比率が増え

る時期、いわゆる人口ボーナス期が2050年頃まで続くと見込まれている。フィリピンの人口

ボーナスが続く期間をアジアの主要国と比較してもその優位性は一目瞭然である。表 6-3 は

各国の人口ボーナスの開始時期と終了時期を示しており、アジアの多くの国は、すでに人口

ボーナス期から人口オーナス期（生産年齢人口の総人口に占める比率が減る時期）に移行し
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つつあることがわかる。日本は1990年に人口ボーナス期が終了し、1990年代半ば以降、人口

オーナス期に突入している。NIEs（香港、韓国、シンガポール、台湾）や中国についても2010

～2015年頃に人口ボーナス期が終了している。ASEANの主要国について、タイは NIEsや中国

に近い姿となっており、人口ボーナスの時期は既に終了している。これに対して、マレーシア

やインドネシアは、2020～2030 年前後まで人口ボーナス期が続くと予想されているが、それ

でも、人口ボーナス期が2050年頃まで続くと予想されるフィリピンと比べると、早いタイミ

ングで少子高齢化が始まる。大泉（2007）は、21 世紀はアジア全体で高齢化が進むとしてア

ジア経済の楽観論を戒めたが、フィリピンは例外的な存在で少なくとも見通せる将来に老い

ることを心配する必要はないとしている。よって、日本の高齢化が進展する中、非常に恵まれ

た人口動態を有しているフィリピンから看護師や介護福祉士を数多く受け入れることは、日

本社会における深刻な人材不足を埋め合わせることに繋がる。 

 

表 6-3 東アジア・ASEAN諸国の人口ボーナス時期 
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※ 国連統計では台湾は中国に含まれる。 

※ 中位推計を使用 

（出典）United Nation（2004）World Prospects: The 2004 Revision
（https://u.demog.berkeley.edu/~jrw/Biblio/Eprints/%20T-V/unpd.2006.wpp2004.vol3.pdf）より筆者作

成。 

 

表 6-4 は、国連推計による東アジア各国・地域の高齢化率 7％と 14％の各々の年を示し、

その間の年数を記したものである。一般に 65 歳以上の人口が全体の 7％に達すると「高齢化



 

- 126 - 

 

社会」、14％に達すると「高齢社会」と呼ばれるが、日本の場合、1970年（7％）から1994年

（14％）までの24年間を要しており、中国は23年間、韓国は16年間、シンガポールはわず

か 17年間で高齢社会に転じている。ASEAN諸国は 14～20年間で駆け抜け、日本を上回る早い

ピッチで高齢化が進む見通しであるが、ASEAN 諸国の中で 14％の高齢社会になるのはフィリ

ピンが2044年と最も遅い。 

 

表 6-4 東アジア・ASEAN諸国の高齢化のスピード 

 高齢化率（7％） 高齢化率（14％） 倍加年数 

日本 1970年 1994年 24 

中国 2001年 2024年 23 

韓国 1999年 2016年 17 

香港 1983年 2014年 31 

シンガポール 2000年 2016年 16 

タイ 2005年 2025年 20 

マレーシア 2018年 2038年 20 

インドネシア 2018年 2037年 19 

フィリピン 2024年 2044年 20 

ベトナム 2020年 2034年 14 

※ 国連統計では台湾は中国に含まれる。 

（出典）United Nation（2004）World Prospects: The 2004 Revision
（https://u.demog.berkeley.edu/~jrw/Biblio/Eprints/%20T-V/unpd.2006.wpp2004.vol3.pdf）より筆者作

成。 

 

東アジアの高齢化を人口年齢中位数で確認すると、2050年の推計値は韓国が56.5歳と最も

高くなり、日本の54.7歳を上回る見通しである。シンガポール、香港、台湾も50歳を超え、

中国も 47.6 歳と急速な高齢化が進むことになる。そのような中で、ASEAN 諸国は現在の 20-

30 代から 30-40 代へ上昇するものの、東アジア各国・地域の中では比較的若く、労働力人材

輸出国として多いに期待できる。とりわけ、フィリピンの 2050 年の推計値は 34.7 歳と最も

低い。 

 

 



 

- 127 - 

 

表 6-5 東アジア・ASEAN諸国の高齢化のスピード 

 1950年 2020年 2050年 

日本 22.3歳 48.4歳 54,7歳 

中国 23.9歳 38.4歳 47.6歳 

韓国 19.0歳 43.7歳 56.5歳 

香港 23.7歳 44.8歳 53.4歳 

台湾 18.8歳 42.5歳 54.2歳 

シンガポール 20.0歳 42.2歳 53.4歳 

タイ 18.6歳 40.1歳 49.7歳 

マレーシア 19.8歳 30.3歳 40.5歳 

インドネシア 20.0歳 29.7歳 37.4歳 

フィリピン 18.2歳 25.7歳 34.7歳 

ベトナム 24.5歳 32.5歳 41.2歳 

（出典）United Nation（2019）World Prospects: The 2019 Revision
（https://population.un.org/wpp/Publications/）より筆者作成。 

 

5. 外国人介護人材活用制度の比較 

近年、介護人材に従事する外国人労働者の増加幅が拡大している要因として労働力需要の

高まりのほか、日本政府が介護人材の確保対策として外国人労働者の受け入れを推進してい

ることがあると考えられる。2019 年 9 月に厚生労働省が公表した「福祉・介護人材確保対策

について注1」では、介護人材確保に向けた取り組みの一つとして「外国人材の受け入れ（新た

な介護の担い手）」を挙げている。具体的には、特定活動（EPA）、技能実習（介護職種）、専門

的・技術的分野に含まれる在留資格「介護」および特定技能の 4 種の在留資格を保持する外

国人労働者を介護人材として日本に引き寄せようとしている。これに加え、「留学生」など本

来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（週 28 時間以内）でアルバイトする者や、「身分に

基づく在留資格」（日本人の配偶者等）も介護の仕事に従事できる。しかし、就労目的の在留

資格ではないため、以下では上記の主な4種の在留資格について言及する。 

まずは、「特定活動（EPA）」の在留資格で在留する者である。EPA（経済連携協定）の発効に

より、インドネシアについて 2008 年度から、フィリピンについては 2009 年度から、看護師

や介護福祉士の国家資格取得を目指す候補者の受け入れが開始された。また、2014 年度から
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は交換公文に基づくベトナムからの受け入れも始まり、年度ごとに外国人看護師・介護福祉

士候補者の受け入れがなされている。 

2 つ目は、技能実習（介護職種）である。技能実習制度は 1993 年の入管法の改正によって

技能移転を通じた開発途上国への国際協力を目的に創設されたものである。2017年 11月 1日

に技能実習制度に介護職種が追加された。技能実習制度の目的に沿うために、日本で働ける

のは最大 5 年で、原則更新ができないとされている。ただし、現在では新型コロナウイルス

感染症の影響により、一定の要件下で「特定活動」という在留資格への変更が許可されてい

る。 

3 つ目は、「高度に専門的な職業」など高度人材として就労目的で在留が認められる者であ

る。2017 年より、在留資格「介護」が新設され、日本の介護専門学校を卒業し、介護福祉士

の国家試験に合格した外国人がそのまま日本の介護福祉施設で働けるようになった。この在

留資格「介護」資格者は、家族（配偶者・子）の帯同が可能で、また在留期間更新に回数制限

がなく、定年まで日本で働くことが可能となった。2016 年までは、介護福祉士の専門学校に

通っていた留学生（EPA対象国以外）が介護福祉士の国家試験に合格しても、在留資格がない

ために日本では就職できなかったことが背景にある。 

4つ目は、2019年から運用されている「特定技能1号」である。介護労働者の雇用管理の改

善、能力の開発・向上、その他の福祉の向上を図るための総合的支援機関である公益財団法人

介護労働安定センターが2019年に行った「介護労働の現状について-令和元年度 介護労働実

態調査の結果と特徴-」の調査結果によると、約65％の事業所が「従業員が不足している」と

回答している。従業員が不足する最大の理由として、人材不足を感じる事業所の 9 割が「採

用が困難である」と回答しており、その原因として「同業他社との人材獲得競争が厳しい」こ

とや、「他産業に比べて、労働条件等が良くない」ことが挙げられている。また、2025年には

いわゆる「団塊の世代」が後期高齢者となるため、さらに多くの介護人材が必要になることか

ら、このような人手不足を補うため、介護分野の「特定技能 1号」が成立・運用されるに至っ

た。また、上記の技能実習制度と同様、新型コロナウイルスの影響により一定の要件下で「特

定活動」という在留資格への変更が認められている。 
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表 6-6 外国人介護人材の採用制度の比較 

 特定活動（EPA） 技能実習 

（介護職種） 

在留資格「介護」 特定技能 

受入開始年 2008年 2017年 2017年 2019年 

制度趣旨 介護福祉士国家資格

取得を目的とした受

入れ（二国間の経済

連携の強化） 

本国への技術移転

（国際貢献） 

専門的・技術的分野

への外国人労働者の

受入れ 

人手不足対応のため

の一定の専門性・技

能を有する外国人の

受入れ 

在留資格 特定活動 技能実習 1～3号 介護、留学（養成校在

籍時） 

特定技能 1号 

該当例 EPA に基づく外国人

看護師、介護福祉士

等 

技能実習生 介護福祉士 特定産業分野に属す

る技術等を要する業

務に従事する外国人 

送出し国 インドネシア 

フィリピン 

ベトナム 

制限なし 制限なし 制限なし 

在留期間 外国人看護師・介護

福祉士候補者：1年 

＊更新回数：看護 2

回、介護 3回 

1号： 

1 年を超

えな 

2・3号： 

2 年を超

えない 

5年、3年、1年、又

は 3か月 

＊更新回数無制限 

1年、6カ月、又は 4

カ月（通算最長 5年） 

＊更新不可 

転職の可否 不可 

＊資格取得後可能 

不可 可能 可能 

雇用契約 基本的に日本人と同

様 

基本的に日本人と同

様 

基本的に日本人と同

様 

基本的に日本人と同

様 

入国時に必

要な日本語

能力 

訪日前日本語研修受

講後、インドネシア

（原則 N4 程度）、フ

ィリピン（原則 N4ま

たはN5程度調整中）、

ベトナム（N3以上） 

N4程度 N2程度 日常会話・介護の現

場で働く上で必要な

日本語能力（注 1） 

人財紹介団体 公益社団法人国際厚

生事業団 JICWELS の

み 

各種監理団体 なし なし 

家族（配偶

者・子）の帯

同 

（介護福祉士国家資

格取得後）可能 

不可 可能 不可 

受入数 在留者数：3,155 人

（うち資格取得者

782人） 

※2020年10月1日時点（国

際厚生事業団調べ） 

申請件数：20,005件 

認定件数：18,034件 

※2020 年 10 月末時点（速

報値）（外国人技能実習機

構） 

1,324人 

※2020年 6月末時点（入管

庁） 

在留資格認定証明書

交付件数：139件 

在留資格変更許可件

数：181件 

※2020年7月10日時点（速

報値）（入管庁） 
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在留者数：343人 

※2020年 9月末時点（速報

値）（入管庁） 

メリット ・政府からの支援が

手厚い 

・制度の信頼性が高

く、来日者は看護大

学卒業など基本的に

高等教育を受けた人

材のため質が高い 

・入国条件が低い ・受入国の制限がな

い 

・技能実習生からの

移行も可能で即戦力

雇用を維持できる 

 

デメリット ・受入機関の制限が

多い 

・送り出し国が上述

の参加国に限られ、

年度ごとに受け入れ

の総人数が決まって

おり、介護分野にお

ける労働力不足を補

うための十分な人数

が確保できていない 

・日本語能力が低い

場合がある 

・在留年数の制限が

ある 

・介護福祉士に合格

しなければ在留でき

ない 

・申請や制度が煩雑 

登録支援機関への委

託など日本人従業員

以上にコストがかか

る 

※ 4年間にわたり EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、

「特定技能 1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。 

（出典）厚生労働省「参考 3：外国人介護人材の受入れ（EPA、技能実習、在留資格「介護」、特定技能：外

国人介護人材受入れの仕組み」（https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000656925.pdf）、厚生労働省

「介護分野における特定技能協議会（令和 2年度第 1回）」資料６「介護分野における外国人の受入れにつ

いて」（https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000496709.pdf）より筆者作成。 

 

日本の外国人労働者数は 2013 年以降増加人数が拡大傾向にあったが、2020 年の増加幅は

2019 年度の 3 割程度と大きく縮小した。ほぼすべての産業で外国人労働者数の増加幅が縮小

する中、医療・福祉では例外的に拡大した。 

医療・福祉に従事する外国人労働者数は近年増加が続いており、特に2016年以降の増加が

顕著である。2020年 10月末時点では、前年比＋26.8%の約 4.3万人となった。 
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表 6-7 医療・福祉に従事する外国人（2020年構成比） 

専門的・技術的分野の在留資格 

（医療、介護、特定技能、左記以外） 

12.6% 

特定活動（EPA） 12.2% 

技能実習 15.0% 

資格外活動 12.4% 

身分に基づく在留資格 47.8％ 

（出典）厚生労働省「『在外国人雇用状況』の届出状況表一覧」、出入国在留管理庁「労働力調査」総務省、

「在留外国人統計」より筆者作成。 

 

前述の介護労働安定センターによる調査では、外国人介護人材を受け入れている事業所数

は 6.6％（2.6％）で昨年に比べ増加し、活用が進んでいる状況にある。受け入れている事業

所において、受け入れの方法では、「技能実習生」「留学生」が22.2％で最も多く、次いで「在

留資格『介護』」が21.5％と多い。 

 

 5.1 EPA介護福祉士候補者の受入状況 

日本政府は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの 3カ国から、これまで5,063名の EPA

介護福祉士候補者を受け入れ、985名が資格を取得している（2019年 10月 1日時点）。EPAに

よる累計受入れ人数は他の在留資格と比較してその受け入れ人数は決して多いとは言えない。

これは、以上の3カ国からの外国人看護師・介護福祉士候補者の受け入れは、看護・介護分野

の労働力不足への対応として行うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結

果、経済活動の連携の強化の観点から実施するものであるためである。EPA介護福祉士候補者

は、各地の介護施設等において就労しながら、国家試験合格を目指しており、意欲と能力のあ

る者が、一人でも多く介護福祉士国家試験に合格できるよう、日本政府は日本語学習や介護

分野の専門学習の学習環境の整備経費補助を行う「外国人介護福祉士候補者受入施設学修支

援事業」や研修・添削・模擬試験等の支援を行う「外国人介護福祉士候補者学習支援事業」等、

様々な支援を行っている。 
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表 6-8 EPAに基づく介護福祉士候補者の受入れ実績 

年度 インドネシア フィリピン ベトナム 

求職

者数 

求人

数 

成立

数 

求人倍

率 

就職

率 

求職

者数 

求人

数 

成立

数 

求人

倍率 

就職

率 

求職

者数 

求人

数 

成立

数 

求人倍

率 

就職

率 

2008  131 291 104 2.2 36% － － － － － － － － － － 

2009  585 232 189 0.4 81% 314 288 190 0.9 66% － － － － － 

2010  179 87 77 0.5 89% 251 102 72 0.4 71% － － － － － 

2011  199 67 58 0.3 87% 247 73 61 0.3 84% － － － － － 

2012  148 78 72 0.5 92% 259 84 73 0.3 87% － － － － － 

2013  260 115 108 0.4 94% 273 98 87 0.4 89% － － － － － 

2014 264 154 146 0.6 95% 276 152 147 0.6 97% 126 241 117 1.9 49% 

2015 356 260 212 0.7 82% 397 253 218 0.6 86% 161 312 138 1.9 44% 

2016 458 290 233 0.6 80% 514 317 276 0.6 87% 183 449 162 2.5 36% 

2017 586 372 295 0.6 79% 480 572 276 1.2 48% 200 707 181 3.5 26% 

2018 579 490 298 0.8 61% 518 643 282 1.2 44% 223 719 193 3.2 27% 

2019 603 745 300 1.2 40% 633 794 285 1.3 36% 215 824 176 3.8 21% 

2020 428 999 300 2.3 30% 467 1014 306 2.2 30% 228 894 197 3.9 22% 

2021 291 927 258 3.2 28% 277 842 242 3.0 29% 177 752 176 4.2 23% 

※ 国内労働市場への影響等を考慮して設定された受入れ最大数について、介護福祉士候補者は、各国 300人

／年（インドネシア、フィリピンについては、受入れ開始当初は 2年間で 600人）。 

※ 介護福祉士候補者の就学コースについては、フィリピンは 2011年度以降送り出しが行われておらず、ベ

トナムは 2014年度の受入れ開始当初から送り出しが行われていない。 

※ ベトナムは、マッチングに参加する条件として現地で日本語能力試験 N3以上を取得するために 1年間の

日本語研修を受講しており、他 2カ国と制度上の違いがあり、人数が少なくなっている。インドネシア、

フィリピンはマッチング後に、現地と日本で合計 1年間の日本語研修を受講することになる。 

※ 求人倍率：求人数／求職者数、就職率：成立数／求人数 

（出典）厚生労働省「各国からの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.h

tml）および公益社団法人国際厚生事業団への聞き取りより筆者作成。 

 

5.2 在留資格「介護」の受入状況 

在留資格「介護」は、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得した留学生が

その後日本で介護職として働くことを想定して 2017 年 9 月に創設された。初年度には 18 人

だけだったが、1年で 185 人と 10 倍以上に増加している。在留資格「介護」は、介護福祉士
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を養成する日本の専門学校や大学などに留学生して国家資格をとった人が対象で、在留期間

は 5 年で、特に問題がなければ更新でき、その回数に制限は設けられていない。配偶者や子

供が在留することも可能である。これらのメリットを踏まえ、日本介護福祉養成施設協会に

よると、介護福祉士の養成校に留学する外国人は年々増加している。在留資格「介護」が他の

外国人介護人材の在留資格に占める人数は少ないものの、昨年2021年 6月末では3,064人と

対前年末増加率が 78.8％と、コロナ禍において技能実習生等が来日できない中で増加してい

る。政府は2024年 3月（2023年度末）までに 6万人の受け入れを見込んでいる。 

 

表 6-9 在留資格「介護」の在留推移 

2017年末 

（人） 

2018年末 

（人） 

2019年末 

（人） 

2020年末 

（人） 

2021年 6月末 

（人） 

対前年末増減率

（％） 

18 185 592 1,714 3,064 78.8 

（出典）出入国在留管理庁「令和 3年 6月末現在における在留外国人数について（公表資料）」

（https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00017.html）より筆者作成。 

 

5.3 技能実習生（介護）の受入状況 

2019 年 11 月 30 日現在、介護分野における技能実習計画の申請件数は 8,249 件、認定件数

は 6,719件となっている。 

介護分野の技能実習制度は 2017年 11月 1日に受け入れが開始され、2019年 11月 30日現

在、介護分野における技能実習計画の申請件数は 8,249 件、認定件数は 6,719 件となってお

り、その増加は著しく、2年連続で在留資格の中で最大の増加幅を記録した。 

技能実習生と留学生の在留推移に関して、2019年末の数値と比較したのが以下の表である。

技能実習生、留学生ともにこの半年で減少しているのは共通しているが、技能実習生が

402,422 人（8,550 人減／2.1％減）と微減と言える一方で、留学生は 280,273 人（65,518 人

減／18.9％減）と大幅な減少となっている。 
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表 6-10 「技能実習生」と「留学生」の在留推移 

 

「技能実習生」 「留学生」 

2019年 12月末 2020年 6月末 増減数 2019年 12月末 2020年 6月末 増減数 

在留数 
（人） 

シェア率 在留数 
（人） 

シェア率  在留数 
（人） 

シェア率 在留数 
（人） 

シェア率 
 

ベトナム 
 

218,727 53.2％ 219,501 54.5％ 774 79,292 22.9% 65,818 23.5% ▲13,474 

中国 
 

83,370 20.0％ 73,160 18.2％ ▲9,210 144,264 41.7% 119,302 42.6% ▲24,962 

インド

ネシア 

35,404 8.6％ 35,542 8.8％ 138 7,512 2.2% 6,158 2.2% ▲1,354 

フィリ

ピン 

35,874 8.7％ 35,032 8.7％ ▲842 3,262 0.9% 2,427 0.9% ▲835 

ミャン
マー 

13,118 3.2％ 13,930 3.5％ 812 5,429 1.6% 4,451 1.6% ▲978 

カンボ
ジア 

9,516 2.3％ 9,517 2.4％ 1 814 0.2% 693 0.2% ▲121 

タイ 
 

11,325 2.8％ 10,911 2.7％ ▲414 4,053 1.2% 3,003 1.1% ▲1,050 

その他 
 

4,638 1.1％ 4,829 1.2％ 191 101,165 29.3% 78,421 28.0% ▲22,744 

計 

 

410,972 100.0％ 402,422 100.0％ ▲8,550 345,791 100.0％ 280,273 100.0％ ▲65,518 

（出典）出入国在留管理庁「令和元年末現在における在留外国人数について（公表資料）」

（https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri04_00003.html）、 

出入国在留管理庁「令和 2年 6月末現在における在留外国人数について（公表資料）」

（https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri04_00018.html）より筆者作成。 

 

5.4 在留資格「特定技能1号」の受入状況 

「特定技能 1 号」における在留外国人数は、出入国在留管理庁公表の最新数値である 2021

年 3月末のデータによると 22,567人であった（2020年 12月末時点では15,663 人）。これは、

前回発表となる2020 年 12月末時点の15,663人から 44.1％の増加率となっている。だが、政

府が初年度に想定した 14 業種の受入れ人数目標の 47,000 人と比べ、いまだ約 48％にとどま

り、新型コロナウイルスの影響もあり、制度の利用が進まない実態が浮き彫りとなっている。

国別の受入れ人数は、上位 7 か国は 2020 年末から不変で、ベトナムからの在留外国人数が

14,147 人の約 63％を占め、2 位以下の国を大きく上回る結果となっており、更にシェアを伸

ばしている。 

 

 

 

 

 



 

- 135 - 

 

表 6-11 在留資格「特定技能 1号」の国別受入れ人数 

 2021年 3月 2020年 12月 2020年 9月 

ベトナム 14,147人 9,412人 5,341人 

中国 2,050人 1,575人 5,341人 

インドネシア 1,921人 1,514人 775人 

フィリピン 1,731人 1,059人 567人 

ミャンマー 959人 674人 405人 

カンボジア 569人 488人 280人 

タイ 572人 455人 265人 

ネパール 182人 135人 49人 

その他 436人 351人 166人 

計 22,567人 15,663人 13,189人 

（出典）出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数（公表資料）」 

（https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html）より筆者作成。 

 

介護分野の特定技能外国人数は2019年 4月の制度開始移行少しずつ増えてきており、2021

年 9月末現在、特定技能外国人38,337人のうち、介護分野は3,947人（10.3％）となってい

る。介護分野の特定技能外国人の受入れ見込み数（5 年間の最大値）は 60,000 人とされてお

り、技能実習生やEPAからの身分変更を含め、今後も増加していくと考えられている。 
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図 6-2 特定技能外国人数（介護分野） 

（出典）出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数（公表資料）」 

（https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html）より筆者作成。 

 

介護分野の特定技能外国人数のうち、ベトナムやインドネシア、フィリピン出身者のシェア

率が高く、これは両国が EPA の対象国であることから、そのルートからの変更で在留数を押

し上げているものと思われる。 

 

 

表 6-12 特定技能出身国別 介護分野在留数（2021年 9月） 

国籍・地域 

介護分野 総数 

在留数（人） シェア率 在留数（人） シェア率 

ベトナム 2,062人 52.2% 23,972人 62.5% 

インドネシア 470人 11.9% 3,061人 8.0% 

フィリピン 437人 11.1% 3,591人 9.4% 

ネパール 287人 7.3% 518人 1.4% 

ミャンマー 272人 6.9% 1,733人 4.5% 

中国 254人 6.3% 3,194人 8.3% 

カンボジア 18人 0.5% 767人 2.0% 

3,947

2703

1705

939

343

170

56

19

16

0

34390

26474

20862

14727

8426

5780

3931

1602

203

20

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

2021年9月末（38,337人）

2021年6月末（29,144人）

2021年3月末（22,567人）

2020年12月末（15,663人）

2020年9月末（8,769人）

2020年6月末（5,950人）

2020年3月末（3,987人）

2019年12月末（1,621人）

2019年9月末（219人）

2019年6月末（20人）

介護 その他
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タイ 14人 0.4% 827人 2.2% 

その他 133人 3.4% 674人 1.7% 

計 3,947人 100.0% 38,337人 100.0% 

（出典）出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」

（https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html）より筆者作成。 

 

特定技能資格を取得する為の要件を満たすためには、「試験ルート」、「技能実習生から変更

するルート」、「EPA候補者ルート」、「検定ルート」、「養成施設修了ルート」の 5つに分けるこ

とができる。全体のルート別在留者数によると、2020 年 3 月には「技能実習生から変更する

ルート」が 90％を超えていたが、1 年後の 2021 年 3 月には約 84.6％が技能実習生からの変

更、約14.9％が試験を受けての変更となっている。コロナ禍で入国が難しい中、「技能実習生」

として 3年以上の経験を積んだ実習生が試験を免除され、「特定技能」に移行するケースが全

体の 8 割以上を占めている一方で、既に入国している外国人による「試験ルート」による特

定技能資格への変更が目立ってきている。 

また、2020 年 4 月より、現役で実習中の技能実習生が、国内で特定技能の技能評価試験を

受けられるように変更されて以降、例えば、建設業で実習していた技能実習生が、介護の特定

技能評価試験に合格し、介護の特定技能に在留資格を変更した場合、「試験ルート」での在留

となるため、新型コロナウイルスにより外国からの入国制限が続く限り、日本語学校、介護専

門学校、技能実習後など、国内ルートによる資格変更は今後も増えることが予想される。 

 

6. 外国人介護人材受入に関する実態調査 

6.1 研究の方法と対象 

外国人介護人材の受入・活用、老人福祉・介護事業における中高年齢者活用のあり方、加え

て、言葉や文化の壁に対して、最近進歩の著しい音声認識システムの利用の可能性について

ヒアリング調査を実施した。 

 

6.2 研究の方法 

高齢者施設への聞き取り調査として、外国人介護人材を雇用する 2 つの施設の協力を得て

調査を実施した。施設へのヒアリング方法は半構造化面接法により、予め設定した質問項目

に基づき回答してもらった。ヒアリング調査の内容は同意を得た上で録音し、調査後、録音さ

れたデータをもとに分析を行った。 
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 高齢者施設への質問項目は以下の10項目である。 

１） 事業所の概要 

２） 外国人介護人材受入れの現状 

３） 受入れ在留資格種別 

４） 環境整備 

５） 「音声認識システム」利用の可能性 

６） 今後の採用意向 

７） 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う変化 

８） 収束後の対応、課題 

９） 高齢者の再雇用・定年延長制度等 

10)  中高年齢者の活用について 

 

このほか、とりわけ新型コロナウイルス感染症の流行に伴う変化と今後の課題、さらに音声

認識システムの利用について兵庫県健康福祉部と公益社団法人国際厚生事業団（JICWES）に書

面でのヒアリング調査を実施した。 

 

6.3 研究対象 

 対象施設の概要は表6-13に示す通りである。受け入れ側施設職員として、施設長、外国人

介護人材の生活相談員、さらに外国人介護人材に対してヒアリング調査を行った。 
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表 6-13 研究対象施設概要 

名称 法人 施設種別 所在地 規模 職員数 

・内外国人 

O施設 

社会福祉法人 特別養護老人

ホーム 

兵庫県神戸市 定員 50名 

※その他ショ

ート利用者 16

名 

98名・17名 

（EPA:3名 

介護:4名 

特定技能:1名 

家族滞在:1名 

留学生:8名） 

状況：外国人介護人材受け入れ 6年目。4名が介護福祉士に合格し勤務を続けている

（うち 1名は育休中）。SNS等も利用して求人を行っている。 

P施設 

社会福祉法人 介護老人福祉

施設 

兵庫県神戸市   

状況：技能実習生受け入れ 3年目。介護福祉士の資格取得に向けて、介護専門学校の学

費の一部を負担している。 

兵庫県健康福

祉部 

少子高齢局 高齢政策課 介護人材対策班 

状況：外国人介護人材確保に関すること等、特別養護老人ホームをはじめとした老人福

祉施設の整備等の関係施策を進めている。 

公益社団法人

国際厚生事業

団（JICWES） 

受入支援部あっせん室 

状況：日本国内の医療法人、社会福祉法人等を対象に候補者のあっせん等の業務を行う

日本の唯一の受入れ調整機関として、円滑かつ適正な受入れ業務や支援を厚生労働省等

と連携しながら進めている。 

  

表 6-14 ヒアリング対象者の概要（О施設 受け入れ側職員） 

事例

番号 

性別 所属 出身 職名 

役職 

１ 男性 O施設 日本 施設長 

２ 女性 O施設 日本 生活相談員 
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表 6-15 ヒアリング対象者の概要（Ｐ施設 受け入れ側職員） 

事例

番号 

性別 所属 出身 職名 

役職 

３ 女性 P施設 日本 施設長 

４ 女性 P施設 日本 介護主任 

 

表 6-16 ヒアリング対象者の概要（Ｐ施設 外国人介護人材） 

事例

番号 

性別 

（年齢） 

所属 出身 兄弟 

姉妹 

学歴 来日 

年数 

５ 女性 

（26） 

P施設 ベトナム 5人兄弟 

第 4子 

 3年目 

６ 女性 

（24） 

P施設 ベトナム 4人兄弟 

第 1子 

大学卒 

（化学専攻） 

1年目 

７ 女性 

（32） 

P施設 ベトナム 7人兄弟 

第 6子 

 1年目 

 

表 6-17 Ｐ施設の外国人介護人材へのヒアリング調査概要 

事例

番号 

就職先として日本を選定した

理由 

自動音声システム（「ポケトー

ク」）の利活用 

将来の予定 

５ 祖父が地元の老人グループの

会長を務めており、中学生の頃

から高齢者と関わる機会があ

った。高齢者と関わる仕事がし

たいと思うようになり、高齢社

会である日本を就職先に選ん

だ。アニメが好き。 

入職時はポケトークが導入さ

れておらず、スマホで専門用語

等を翻訳していた。特に、要介

助者とのコミュニケーション

や職員との申し送りが大変だ

った。 

当初は契約期間（3年）終了後

に帰国予定であったが、コロナ

禍で困難となり、今は「技能実

習」から「特定技能」への移行

を目指し、介護福祉士の資格取

得に向けて頑張りたい。 

６ アニメ、アニソン、日本文化、

四季、桜、紅葉が好きで日本を

選んだ。本国の祖父母の役に立

ちたいと思い、高齢者の介護技

術を勉強するために来日を決

意した。 

分からない単語を調べたり、休

憩時に日本語を勉強するため

に活用している。 

当初は帰国して日本語教師に

なりたかったが、今は日本が好

きになり、日本で就職したいと

思っている。 

７ 桜の木と日本語が好きで家族

に相談し来日を決意。 

休憩時に調べものをする際に

ポケトークを活用している。 

当初は帰国して介護職に就く

予定だったが、日本で実際に働

いてみて、日本に住み続けたい

と思うようになった。 
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7. 分析と考察 

7.1 外国人介護人材の雇用現場における状況と課題 

外国人介護人材の雇用現場における状況と課題について、О施設を中心にヒアリング調査

を実施した。О施設の 2021 年 7 月時点の従業員の男女比は男性が 27.2%、女性が 72.8%であ

る。外国人介護人材の割合は EPAが 3名、特定技能が 1名、留学生が8名で、留学生のうち1

名がインドネシア国籍だが、それ以外は全員ベトナム国籍である。そのほか、家族ビザが1名、

EPAで来日後介護福祉士資格を取得もしくは在留資格「介護」のものが4名、特定技能が2名

で、合計17名となっている。また、厨房にはウズベキスタン国籍、タイ国籍、中国国籍のス

タッフも働いている。在留資格「介護」4名のうち1名は育児休業中である。外国人介護人材

は他の職員と同様、産休・育休が取得できるようになっている。また、EPAから特定技能に資

格移行後、介護福祉士資格に合格したため、在留資格「介護」として勤務し続けている者もい

る。国家資格を取得するプログラムの目標がある以上、長期休暇は回避したいという観点か

ら、EPA期間中に結婚や出産、産休・育休の取得を望ましくないとする施設が多い中、Ｏ施設

では産休・育休の取得が可能で、外国人介護人材にとって働きやすい職場環境の提供に努め

ている。 

求人について、外国人介護人材同士のコミュニティネットワークやSNS（Facebook）を通じ

ての募集も行っており、コロナ禍における人材確保に努めている。特にベトナム人は Facebook

の利用率が高く、長期的な人材だけでなく、アルバイト等の単発的な仕事の人材の確保にも

Facebook等の SNSが有用なツールとなっている。 

特に、EPA候補者は週に8時間の勉強時間を確保しなければならないと施設独自の決まりと

なっているため、5日勤務の場合、うち 4日が勤務日で 1日が勉強日となるため、「人員的に

1にカウントされないのは、ちょっとしんどい」と感じている（事例2）。ただ、「将来的には

定着してくれるという期待を込めて受け入れている」（事例2）。もし、EPA候補者と特定技能

資格を比較するならば、「特定技能のほうがいいんじゃないかと思う」、なぜなら「特定技能の

人は日本語を自前で勉強してきているので、基礎ができており、勉強の時間を確保しなくて

いい。だけど、介護福祉士を取得しないと特定技能の資格が切れてしまうので必死に勉強す

る。そういう面では、例えば 1,000万円かけてEPA候補者を雇用するなら、500万円ぐらいで

特定技能に来てもらったほうが施設として有難い」との意見もあった（事例 1）。 

生活支援については、外国人職員のための生活支援担当者を配備し、生活のサポートを実施
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している。「業務上のルール等の指導のほか、ホームシック、日本での金銭感覚、病院への通

院手続き、上司にしづらい報酬に関する質問など、あらゆる点をサポートしている」（事例 2）。 

 

7.2 自動音声システムの活用事例 

Ｐ施設では、実習生の日本語学習や職員とのコミュニケーションツールとして自動音声シ

ステム（多言語通訳機「ポケトーク」）を活用している。ただし、要介助者との会話時にはポ

ケトークの使用を禁止している。これは、要介助者である高齢者の発音をポケトークが認識

できるかの不安がある一方で、翻訳された言語が正確なものかどうか確認が難しいためであ

る。また、要介助者と直接会話コミュニケーションをすることにより、外国人介護人材の日本

語の会話スキル向上にもなるためである。 

自動音声システムのみならず、介護ロボットの導入も検討しており、職員と要介助者相互の

心理・精神・身体的負担軽減になる「ハッピーツール」として、床走行型ロボット（リフト）

のデモ機を導入し、モニタリングを実施している。導入機種の検討をするにあたり、職員にア

ンケートを実施しただけでなく、「介護ロボット業者とともに介護現場をともに視察できたこ

とにより、現場の状況に適した介護ロボットのデモ機を導入できたと感じている」（事例 3）。 

東京にある他施設では、AI ボイス筆談機を導入している注 2。使用しているデバイスは「ポ

ケトーク mini」というもので、これは多言語通訳機「ポケトーク」を開発したソースネクス

ト（株）が販売しているものである。「ポケトーク」の AI技術により音声を認識し「翻訳」す

る機能を、日本語（声）から日本語（文章）に設定し、耳が遠い人とのコミュニケーションに

利用しているという「ポケトーク」ユーザーの話がヒントとなり、新たに AIボイス筆談専用

機として開発されたものである。このAI筆談機「ポケトークmini」の特徴として主に4つ挙

げられる。1 つ目は、通訳機「ポケトーク」と同様にクラウド上の AI を用いた高性能なシス

テムで、瞬時に文章が画面に表示される。2つ目は、ボタンを押して話すだけで、難しい操作

が無く、Wi-Fi 環境が無くても利用できる。3 つ目は、文字の大きさを選択することができ、

見やすいフォントで正確に情報を伝えることができるというメリットもある。4つ目は、音声

から変換された文章を保存する機能が搭載されており、覚えにくい薬の飲み方などをメモ機

能で保存することができる。この介護施設では、これまで難聴傾向のある要介助者とのコミ

ュニケーションは、ホワイトボードを使って筆談していたが、「ポケトーク mini」を導入して

以来、「意思疎通に時間がかかってしまうことが多い難聴傾向の要介助者に、画面を見せるこ

とで、短時間かつ正確に情報を伝達することができて、介助時間の短縮、介助者の負担軽減に
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繋がっている」。 

高齢者と外国人介護人材が会話することで、両者ともに脳が活性化するなどのメリットも

ある。また、外国人介護人材の介護現場におけるコミュニケーション能力を向上させるには、

介護現場で学ぶのが一番の近道であり、特に申し送りなどで共有される情報をメモすること

が重要である。そのため、介護現場においては自動音声システム多言語通訳機の翻訳機能の

みならず、要介護者である高齢者の老人性難聴等を考慮し、AI ボイス筆談機等の活用も介護

現場における外国人介護人材の生産性向上の推進に有用であると考えられる。 

 

7.3 その他の日本語・コミュニケーションの対応策 

外国人介護人材の多くは、「相当程度の日本語会話能力を有しており、要介護者との日常的

なコミュニケーションは問題ない」（事例 1）。ただ、「要介護者家族への緊急連絡や介護記録

などに関しては困難を感じている外国人介護人材が多い」（事例1）。この点に関しては、外国

人介護人材側もそのように感じている（事例5，6，7）。また、関西という地域性もあり、「関

西弁などの方言が聞き取りにくく」（事例7）、そのため、職員は方言ではなく、なるべく標準

語を使うように心がけている（事例4）。 

日本語・コミュニケーション能力の向上に向けて、日本人職員が「間違いをその都度指摘し

たり、会議で発言する機会を多く作るなど心がけた」（事例 4）。理解度をはかる際は、「伝え

たことをおうむ返ししてもらう」などしている（事例4）。 

 

7.4 兵庫県における「外国人介護職員コミュニケーション支援事業」 

介護現場への外国人介護人材の参入が増加している中、コミュニケーションに不安を感じ

るという声が多く上がっていることを背景に、厚生労働省は2020年度から外国人介護人材が

円滑に就労・定着することを目的に、外国人介護人材の受入施設の環境整備等に必要な経費

（多言語翻訳機の導入にかかる経費等）を地域医療介護総合確保基金のメニューに追加した。

これに伴い、兵庫県は2020年度から「外国人介護職員コミュニケーション支援事業注3」の実

施をスタートした。外国人介護人材が日本人職員と緊密なコミュニケーションを確立し、早

期のスキルアップ及び職場への定着を図ることを目的として、受入施設での介護業務に必要

な多言語翻訳機の導入を支援するものである。 

対象者は、「外国人介護人材（介護技能実習生、特定技能（介護））を受け入れる兵庫県内の

介護施設」で、ただし EPA、在留資格「介護」、留学生は対象外となっている。対象外の理由
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として、EPAに関しては、既に厚生労働省の支援事業（実施主体：都道府県）である「生活困

窮者就労準備支援事業費等補助金」のうち「外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業」

があるためである。これは、介護福祉士国家試験に合格できるよう、外国人介護福祉士候補者

の受入れ施設が行う日本語及び介護分野の専門知識にかかる学習の支援に必要な経費を補助

するものである。在留資格「介護」については、養成施設を卒業または介護福祉士試験に合格

しており、日本語能力が高いと想定されるため、対象外となっている。留学生は、別事業「外

国人留学生の定着支援事業（多言語翻訳機導入補助）」で養成施設に対し補助しているため、

「外国人介護職員コミュニケーション支援事業」の対象外となっている。 

兵庫県の「外国人介護職員コミュニケーション支援事業」のこれまでの申請・採択件数につ

いては、2020年度は申請・採択件数が23件（施設）、2021年度は申請受付数は 27件（施設）

となっている。 

 

7.5 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う変化と今後の対応 

公益社団法人国際厚生事業団（JICWES）は日本における EPA 候補者の唯一の受入れ調整機

関である。コロナショック前には送り出し国で行っていた候補者の面接や、受入施設の合同

説明会などが開催できなくなり、日本国内での EPA 候補者の受入を希望する病院・施設の説

明会などを代替策として遠隔で実施せざるを得ない状況となった。 

特に、候補者の勤務状況については、海外渡航が不可となり、一時帰国が叶わず候補者の精

神的なストレスが生じていることが推測される。 

EPA 候補者の採用活動については、コロナ禍の 2年目にあたる 2022 年度来日（あっせん実

施年度：2021年度）において求人数が前年のコロナ禍 1年目 2021年度来日（あっせん実施年

度：2020年度）を下回った。 

 

 

表 6-18 コロナ禍における EPA求人数の変化 

 2021年度来日（2020年度） 2022年来日（2021年度） 

看護 129人 93人 

介護 2,521人 1,447人 

※ （ ）内は、あっせん実施年度 

（出典）公益社団法人国際厚生事業団への聞き取りより筆者作成。 
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コロナ禍の影響を受けて、候補者の来日時期に 6 カ月～11 カ月の遅延が生じ、外国人の入

国に著しい制限が課された結果、EPA候補者の受け入れへの影響も避けられず、候補者の来日

の見通しが立たないことから、求人数が前年を下回った。 

今後の対応策を検討するにあたり、新型コロナウイルスの流行前の人の移動が制限されな

い環境が確保されて初めて、人の移動が可能となることから、先ずは日本国内の感染状況が

終息することが大前提である。併せて、送り出し国での感染状況の改善に伴う防疫措置の緩

和が必要不可欠である。現状では、フィリピン、インドネシア、ベトナム 3か国からのEPA候

補者の入国は、特段の事情として政府間協議のもとで入国を許可されており、入国後も厳格

な防疫措置が実施され、就労開始に至っている。 

政府間プログラムである EPA 制度では、コロナ禍においても、一部遅延は生じているが適

切な措置のもとで入国を果たして就労を開始している。 

将来の安定的な EPA 制度運用のためには、来日を希望する人材に対してコロナ禍において

も政府間プログラムとして制度が安定的に運用されていることを発信していくことが必要で

ある。 

また、音声認識システムについては、その普及により、介護職に従事する外国人のみなら

ず、日本人にも業務負担の軽減に寄与することが推察される。 

 

7.6 中高年齢者の活用 

Ｏ施設の場合、平均年齢は 49.6 歳で、全職員 98 名のうち 65 歳以上の再雇用者は 18 名で

ある。医師、看護師、運転手、厨房スタッフ、宿直者等である。再雇用者は基本的に非正規雇

用者である。高齢者スタッフは体力的に長時間労働が困難であるため、雇用主側の社会保険

料負担は上がるが、高齢者スタッフ一人当たりの業務を細分化するなどの工夫をしている。

「それでも人材紹介とか派遣とか使うことに比べたら、スキルも経験もあるので、体力的な

ところが要るところは、分担を細かくすれば人手不足を乗り切る手段としてはいいかな」と

回答している（事例1）。 

前述の介護労働安定センターの調査によると、60 歳以上の介護労働者は 22.4％と全体の 2

割強を占めている。40歳台が最も高く、次いで50歳台、60歳台が多い。平均年齢も年々上昇

しており、2019年度ではその前年度の47.7歳から48.8歳に上昇した。 

今後も増加する見込みである中高年齢者の介護労働者をいかに採用し、活用していくかが

事業所運営のポイントである。 
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図 6-3 介護労働者の年齢割合（2019年度） 
（出典）公益財団法人介護労働安定センター「介護労働の現状について 令和元年度介護労働実態調査の結果

と特徴」（http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2020r02_roudou_genjyou.pdf）より筆者作成。 

 

図 6-4 60歳以上の介護労働者の経年比較（2019年度） 
（出典）公益財団法人介護労働安定センター「介護労働の現状について 令和元年度 介護労働実態調査の結果

と特徴」（http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2020r02_roudou_genjyou.pdf）より筆者作成。 
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8. 今後との課題とインプリケーション 

8.1 言語・コミュニケーションに関する課題 

2017年には介護の技能実習生の受け入れが認められたが、介護分野だけ入国要件として「日

本語能力試験N4相当以上に合格」と定められている。これは、他の業界よりも外国人を受け

入れるためのハードルが高いと言える。また、技能実習制度では、入国後 1 年以内に日本語

能力試験N3相当以上に合格する必要があると定められている注4。 

EPAの枠組みによる外国人介護人材の受け入れにあたっては、ベトナムの場合は日本語能力

試験の基準を N3 と定めており、訪日前・訪日後の通算 1 年間の日本語研修が課されている。

N3レベルは、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」というレベ

ルであるが、日本語をマスターできる外国人は少なく問題点としてあげられる。 

これまでの研究でも、外国人介護人材は日本語習得の負担が大きく、日本語の習得にどう対

処するかは大きな問題であると結論付けられてきた（安里2010）。また、EPAでの外国人介護

人材を受け入れる施設で、日本人職員の68%が共に働く際に外国人介護人材の日本語について

困難を感じており、一方で外国人介護人材も 78％以上で日本語習得について困難を感じてい

る、との調査結果がある（伊藤2014）。 

また、伊藤（2014）は、EPAで受け入れたインドネシア人候補者と日本人介護職員が介護技

術習得に関する期間を比較した調査を実施している。この調査結果によると、外国人介護人

材であるインドネシア人候補者と日本人職員との技能習得期間には差があり、6 つの大項目、

20 の調査項目（介護技術）の平均習得期間は日本人が平均 4.8 カ月であったのに対し、外国

人候補者は約 8.7 カ月であった。最も差異が大きかった技術は介護記録であり、外国人候補

者は平均17.0カ月の習得期間を要した。このことから、日本語を使用する介護記録の習得に

おいて顕著にその差が示された。前述の介護労働安定センターの調査によると、外国人介護

人材に対する評価は高いものの、「できる仕事には限りがある（介護記録、電話等）」と外国人

材をすでに受け入れている事業所の課題となっている。 
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図 6-5 外国人介護人材の働きに関する評価（複数回答）<受入れ別> 
（出典）公益財団法人介護労働安定センター「介護労働の現状について 令和元年度 介護労働実態調査の結果

と特徴」（http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2020r02_roudou_genjyou.pdf）より筆者作成。 

 

8.2 介護現場におけるICT活用の現状 

介護現場における人手不足が深刻化しているなか、ICT 化が解決策として期待されている。

ICT（情報通信技術／Information and Communication Technology）は、従来使われていたIT

（情報技術／Information Technology）という言葉に、ネットワーク通信による情報や知識

の共有としたコミュニケーションの要素が加わった言葉である。介護業界において ICT が取

り入れられたきっかけとなったのが2000年にスタートした「介護保険制度」である。これを

機に介護施設では電子請求やケアプランの電子化に着手した。今では、数ある日本の産業の

なかで介護業界はもっとも ICT 化が進んでいる分野の一つと言える。しかし、介護施設の中

でも ICT を活用しているのは、請求担当者とケアマネジャー等、ごく一部の職員にとどまっ

ている。記録類の業務は依然手書きが多く、記録の入力作業にタブレット等が活用されてい

る事例はまだ少ない。みずほ情報総研の報告書（2017）の ICT活用による事務負担の軽減に取

り組んでいるかというアンケート結果によると、「行っている」が 18.9％、「行っていない」

が 75.9％で、現状あまり利用が進められていないことがわかる。負担軽減のアウトカムの実

証・評価も十分なされていないため、人手不足解消のためのICT化として、今後、シフト管理
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8.3 介護 AI等の活用方針 

介護現場における ICT 化が遅れている状況を改善するため、現在政府により介護に関わる

情報のICT化、データベース化が進められている。政府による介護AI活用の方針は、2017年

6月に策定された「未来投資戦略2017」にまとめられている。この方針には、介護や医療分野

で、情報を一元的にまとめて管理できるプラットフォームを整備することが盛り込まれてい

る。こうしたプラットフォームの構築やデータベース化により、介護従事者の仕事を軽減で

き、外国人材のコミュニケーションへの課題にも有用であることが期待できる。例えば、現在

政府が進めている介護情報データベースとAIを活用し、ケアプランの作成を自動化できない

かの検討がなされている。現在、ケアプランはケアマネジャーが一人一人の身体、家族、メン

タルの状況等を聞き取り、ケアプランに落とし込んでいる。この作業には多くの時間がかか

るため、AI の活用によりケアプラン作成に関する多くの作業を自動化し、ケアマネジャーの

作業負担を減らしていくことが検討されている。 

また、総務省では、世界の「言葉の壁」をなくし、グローバルで自由な交流を実現する「グ

ローバルコミュニケーション計画」を推進するため、情報通信分野を専門とする日本で唯一

の公的研究機関である国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が開発した多言語音声翻訳

技術の精度を高めるとともに、民間が提供する様々なアプリケーションに適用する社会実証

等を実施している。これにより、医療用語や専門分野の翻訳をよりスムーズかつ的確に行う

ことができるようになることが期待される。 

兵庫県においては、介護サービス事業所等での介護職員等の労働環境の改善を図るため、介

護ロボット等を導入するための費用の一部を補助する「介護業務における労働環境改善支援

事業『介護ロボット等導入経費の補助』」が実施されている。介護ロボットの導入により、負

担軽減や業務の細分化も可能となり、中高年齢者の介護労働者の雇用・活用の促進に繋がる

ことが期待される。 

 

8.4 音声認識システムの導入 

高齢化が進む日本では、難聴者の割合が右肩上がりとなっており、日本老年医学会の報告

（増田 2014）によると、老人性難聴の有病率は、男性は 75～79 歳が 71.4％、80 歳以上が

84.3％、女性は75～79歳が 67.3％、80歳以上は73.3％と推計される。しかし、その一方で、

難聴器の普及率は約14％（日本補聴器工業会2018）と低いのが現状である。また、同アンケ
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ートによると、補聴器を使用しない主な理由としては、「わずらわしい」「補聴器を使用しても

元の聞こえには戻らない」「難聴がそれほどひどくない」が上位を占めており、特に「わずら

わしい」の意味には、「耳の中の異物感」 「きつい」 「痛い」 「大きすぎる」「日々の生活

にまだ必要ない」等が含まれる。つまり、補聴器の不快感により、聞こえにくいまま生活して

いる人は意外と多い結果であった。 

話し言葉だけでのコミュニケーションが難しい場合は、紙や磁気ボードなどに書く（筆談す

る）ことでコミュニケーションが図れるが、書くことが難しい場合や、書くのに時間がかかっ

て会話にタイムラグが出てしまうなどといった問題がしばしば生じる。そのため、外国人介

護人材の日本語の専門用語等の習得サポートの側面に加え、難聴傾向のある高齢者とのコミ

ュニケーションにもAI筆談機や音声認識システムの導入は非常に有効的であると言える。よ

って、兵庫県が現在実施している「外国人介護職員コミュニケーション支援事業」は今後も継

続の必要がある重要な補助事業である。 

 

8.5 他業種からの在留資格の移行促進 

新型コロナウイルスで大きな影響を受けた分野というと、宿泊業や外食産業等が思い浮か

ぶが、実際は多くの業界が停滞を余儀なくされた。こうした状況下において、これまで以上に

「介護」がコロナ禍でも影響されにくい安定した業種として外国人が興味・関心を寄せてい

る。季節や天候、社会動向や景気に関係なく、1年中働くことができ、求人が常に途絶えるこ

とがない業種のためである。特に、今後は技能実習生として他業種で就労する外国人が、技能

実習 2 号を修了後、特定技能 1 号（介護）への移行を考えるケースが増えることが予想され

る。 

また、留学生の中にも在学中に特定技能の技能試験を受験する学生が増加している。これま

で、留学生に多く見られたのは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を目指して、日本語

学校修了後、専門学校・短大・大学へ進学し、学業と並行してアルバイトでお金を稼ぎ、その

間に就職活動をするケースである。しかし、大学や専門学校・短大を卒業しても日本で正社員

として就職できる可能性が低く、コロナ禍という状況下では、特定技能に活路を見出す留学

生が増えている。 

このように在留資格を移行して、できるだけ長く日本で働きたい外国人材が介護分野に流

入し、新型コロナウイルスの感染拡大が終息後も外国人介護人材が増える大きなチャンスと

して期待できる。そのため、地方自治体も技能実習生の受入組合や大学等と協力し、他業種や
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留学生から在留資格を移行して、介護分野での就業が出来るよう、それをサポートするため

の体制の構築が求められる。 

 

8.6 外国人介護人材の受入時の規制緩和 

コロナショックや全世界のヒトの移動制限があるなかでも、日本における外国人介護人材

の増加幅が拡大したのは、深刻な介護人材の労働力不足に対する需要、そして、政府による外

国からの介護人材獲得推進という後押しが背景にあったと考えられる。特に「技能実習」が顕

著な増加を記録し、さらに「技能実習」や「特定活動」から「特定技能」への移行が可能とな

ったため、「特定技能」は今後増加が加速すると期待されるが、外国人介護人材にとって、日

本語の国家試験のハードルが非常に高いといった理由などから、日本で働き続けることを断

念せざるを得ないケースも多い。日本の高齢化に伴い、将来的には看護・介護人材の需要が更

に膨らむことを想定すると、日本語の国家試験のあり方等を含め、一段の規制緩和を通じて、

外国人介護人材が働きやすい環境を準備することが望まれる。 

特に、EPAの介護福祉士候補者の受け入れで今後の課題とされているのは受け入れの体制づ

くりである。現在、うまく受け入れている介護施設が多い反面、EPAを利用して日本に来た外

国人労働者は国家資格が取得できなれば帰国せざるを得なくなる。また、国家資格を取得す

るチャンスが実質1回しかないことは大きな問題である。日本人でも取得困難な国家資格を、

4～5 年だけで取得するのは容易ではない。外国人介護士を増やすためにも、研修体制や、人

材を“使い捨て”にする構造にならないための期間の調整などが課題であると考えられる。 

また、労働力不足解消のために創設された「特定技能」、そして介護福祉士資格を持つ「介

護」は受け入れ人数が伸び悩んでおり、今後、政府のみならず介護施設がおかれている地方自

治体も「特定技能」及び「介護」の在留資格保持者を増やすための対策をより徹底することが

求められる。介護施設においても、産休・育休等の取得など、外国人介護人材が不利益な取り

扱いをされないように配慮する必要がある。 

 

【注釈】 

注１） 厚生労働省「福祉・介護人材確保対策について」

（https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000549665.pdf） 

注２）介護ポストセブン「耳が遠いから・・・とあきらめていた会話がスムーズに！注目の

AIボイス筆談機『ポケトークmini』を試してみた」https://www.news-
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postseven.com/kaigo/85732 

注３） 「外国人介護職員コミュニケーション支援事業」の詳細は兵庫県のホームページを

参照されたい。兵庫県健康福祉部少子高齢局高齢政策課介護人材対策班 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/komyu.html 

注４） 2020年 7月現在、この入国後の要件は緩和中である。 
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第７章 高齢者の貯蓄と仕事の実態 —｢中高年者縦断調査｣から分かること— 

 

阿部 茂行  

 

要約 

｢中高年者縦断調査｣の 2005 年から 2018 年のパネルデータを使って、全国と兵庫県の高齢

者の貯蓄と実態を解明した。全国の預貯金平均や中央値は全国と兵庫県でそれほど変わらな

い。しかし、兵庫県の預貯金の不平等度は常に全国より低く、両者とも改善傾向にはある。兵

庫県の高齢者の中央値700万円の預貯金は収支赤字を考慮すると11年 8ヶ月で消耗する。定

年後の仕事では正規職員減少、契約社員微増、内職の人数減少と労働時間増加があることが

判明した。兵庫県の仕事内容は全国と比べて異なり、専門的・技術的な仕事は極端な減少を見

せず、販売・サービス・保安の仕事に大きな違いがあることが判明した。 

 

1. はじめに 

2019 年 6月、金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループは、「高齢社会における資産形

成・管理」に関する報告書を公表した。老後に必要な資金額が2000万円という報道がなされ、

注目を集めた。平均的な高齢の無職夫婦世帯では、毎月の収入が209,218円、支出が263,718

円で赤字額は約 5 万円になるとし、この毎月の赤字額は、自身が保有する金融資産から補填

しなければ生計がなりたたない。20年間で約1300万円、30年間で約2000万円の取り崩しが

必要になると議論した。報告書では「この金額はあくまで平均の不足額から導きだしたもの

であり、不足額は各々の収入・支出の状況やライフスタイル等によって大きく異なる」と書か

れているものの、この数値が一人歩きし、種々の議論が巻き起こった。その一つは、資産から

得られる運用益が考慮されていないというもので、資産を有望な投資に回すなら、実は 2000

万円もの資産は必要がない。例えば、運用益が 3％確保できるとすると、計算上は 1300 万円

問題になる（野村アセットマネジメント）。より深刻な問題であるが、2000万円の貯蓄を平均

的な国民は持ってはいないとの指摘もあった。金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関

する世論調査」によると、60 歳代二人以上世帯で 2,000 万円以上の貯蓄を持つ人の割合は、

全体の 32.4％にすぎない。また、貯蓄なし世帯も含めた貯蓄 300 万円未満の世帯は、33.6％

もあるという。調査結果からは、十分に貯蓄が出来ている世帯と、健康的かつ文化的な老後の

生活を送るには厳しい 300 万円未満の世帯との二極化が進んでいること、不動産や金融資産
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を持つ人と持たない人の違いが鮮明に現れていること等が読み取れる。 

高齢者の所得や貯蓄に関しては『高齢社会白書』が詳しい。例えば令和 4年版によると、高

齢者世帯注1（65 歳以上の者のみで構成するか、又はこれに 18 歳未満の未婚の者が加わった

世帯）の平均所得金額（平成 30 年の 1 年間の所得）は 312.6 万円、月額は 26万円、これ

なら赤字額はほぼゼロ円で、問題は解消することになる。定年以降年金のみ、それも国民年金

のみの高齢者世帯の毎月の収入はワーキング・グループの金額より低かろう。いろんな数値

が議論されるなか、14 年間の個票データのある『中高年者縦断調査』ではどうなっているの

か、これを検証しようというのがこの章の目的である。 

人生 100 年時代、高齢者も生き甲斐を求める。｢働くこと｣は所得を稼ぐ手段でもあるが、

｢働くこと｣自体が生き甲斐ともなろう。ただし、健康状態に応じた柔軟な働き方でなければ

ならない。高齢になっても健康であれば、定年後も働き続けることができるが、健康状態が悪

くなった場合には、フレキシブルな働き方が必要となる。例えば、パートタイムでの勤務や、

在宅ワークなど、体力や健康状態に合わせた働き方が求められる。その他、柔軟性やキャリア

アップの支援、コミュニケーションの重視、セカンドキャリアの活用などが必要である。 

『労働力調査』の年次統計で 1990 年から2018 年までの 60 歳以上の就業者数の推移を見

ると、1990 年の 715 万人から 2018 年の 1,387 万人へと，ほぼ 2 倍に増えている。65 歳

以上でみると，1990 年の 357 万人から 2018 年の 862 万人へと 2.4 倍を超える。高齢者

の就業行動の代表的な実証分析では、個人の就業選択は，その余暇時間への選好，働かなくて

も得られる所得，働く場合の労働条件（賃金，労働時間，定年退職等の雇用制度）などによっ

てどのように影響を受けるかを検証している。清家篤・山田篤裕（2004）によると、60 歳代

の男性の個票データを使った分析では、健康状態に問題ありの場合は約 32％、公的年金受給

資格のある場合約13％、定年経験のある場合約18％就業確率が低下するとした。 

高齢者の就業状況を中高年者縦断調査のデータからどうなっているかをこの章では詳述す

る。 

 

2. 高齢者の貯蓄の実態 

高齢者の貯蓄2000万円問題は、社会的な不安を引き起こす可能性がある問題である。とい

うのも、2000万円の貯蓄があれば、一定程度の生活安定が期待できるが、2000万円以上の貯

蓄を持っている人と持っていない人との格差が大きいため、社会的な不平等感や不満が生じ

る。また、年金や公的な福祉制度の充実度合いが低く、貯蓄がなければ生活が困難な状況に陥
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る可能性が高いため、社会全体でこの問題を抱える高齢者が多い場合には、社会的な不安感

が高まると思われるからである。 

『中高年者縦断調査』ではこうした問題について 2005 年から 18 年間にわたって、同一人

の状況を追い続けてきている。サンプル数は少ないが、18 年間のパネルデータが利用可能と

いう点が多くのメリットをもたらしてくれる。日本全国のみならず、各都道府県を抜き出す

ことも可能である。以下では、全国と兵庫県との比較検討してみよう。 

 まず、全国と兵庫県の預貯金平均と中央値を図7-1に示す。 

 

 

図 7-1 

（出典）『中高年者縦断調査』を元に筆者作成 

 

全国と兵庫県とでは預貯金の平均についても中央値についてもほとんど差がないことが分

かる。2005 年から 2018 年の 14年間に全国の預貯金の平均は 875 万円から 1,389 万円に上昇

している。年率3.6％の成長率である。兵庫県の場合は 845万円から1,369万円に上昇、年率

3.8％の成長率となっていて、両者の差はほとんどない。一方、中央値は平均のほぼ半分で、

全国で 370 万円から 600 万円に、兵庫県で 380 万円から 700 万円に上昇している。成長率は

それぞれ 3.8％と 4.8％である。兵庫県の成長率は全国より 1％ポイント高い。付表 1をみる
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と、2000 万円以上の預貯金がある世帯は 2018 年で全国 26.8％、兵庫県 28.8％であることも

分かる。2000万円未満は全国で73.2％、兵庫県で71.2％もいるということである。 

 預貯金の不平等度はGINI係数で分かる。完全に平等であれば、この係数は0で、完全不平

等であれば1となる。図7-2でこれを示す。 

 

 

図 7-2 

（出典）『中高年者縦断調査』を元に筆者作成 

 

全国と比べて、預貯金の不平等度は兵庫県の方が常に下方に位置している。つまり、不平等

度は全国の方が厳しくなっている。また双方とも不平等度は時間と共に改善してきている。 

ロレンツ曲線はこの不平等度を視覚的に示してくれる(図 7-3)。全国、東京都、兵庫県の

2009 年と 2018 年のロレンツ曲線が示されているが、2018 年の兵庫県が一番内側に位置して

いて、一番不平等度が低いことが分かる。2018 年の東京都の場合は高所得者の部分で一番外

側に飛び出していることから所得の不平等度が厳しい実態をうかがい知ることができる。 
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図 7-3 

（出典）『中高年者縦断調査』を元に筆者作成 

 

2018年における兵庫県の預貯金の中央値は700万円である。高齢者世帯の場合、どれほど

の期間、預貯金を取り崩すことで収入と支出のギャップをなくす生活ができるのだろうか。

金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループの「高齢社会における資産形成・管理」に関す

る報告書の数値を使って簡単にシミュレートしておこう。高齢の無職夫婦世帯の平均的な状

況をこの章の冒頭で紹介した数値例と同じにする。毎月の収入が209,218円、支出が263,718

円で赤字額が約 5万円とすると、700 万円の預貯金は 11年 8ヶ月で消失する。今後の高齢者

は健康に留意し、リスキリングも視野になるだけ長く働く必要があることが分かる。 

もっとも、ここでは預貯金だけを考慮していて、他の資産がある場合は話が違ってくるが、

それでも多くの高齢者は苦難に遭遇することは間違いのないところである。次節では『中高

年者縦調査』のデータから分かる高齢者の職業の実態について述べる。 

 

3. 高齢者の職業の実態 

日本の高齢者が自活のための健全な仕事を見つけることが困難であることには、いくつか
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の要因がある。日本の社会に潜む年齢差別がその一つで、日本の雇用者の多くは、若い労働者

の生産性の方が高く、成長の可能性があると考え、若い労働者の採用を優先している。ITCの

普及に伴い、高齢者のスキルの不足も指摘されている。高齢者の中には、新しい技術や変化す

る職場環境に適応するのが難しい人もいて、雇用主が求めるスキルが不足し、若い求職者と

競争することが難しくなる可能性もある。何と言っても一番大きいのが慢性疾患や運動能力

の問題など、働くことを制限する健康問題で、自分のニーズに合った仕事を見つけることを

難しくする。日本にはまた定年退職を重視する風潮があることも高齢者が雇用されない一つ

と考えられる。 

中高年者縦断調査は2005年から始まっており、このときはまだ定年退職前であるが、2018

年にはほとんどが定年退職している。これを全国と兵庫県でどうなっているかをみた結果が

次である。 
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表 7-1 

 

 

（出典）『中高年者縦断調査』を元に筆者作成 

 

まず全国について見ておこう。仕事のかたちでは、定年後も正規の仕事につける人の割合は

極端に低い。2005 年の調査では 11,988 人が雇用されていたのに比べ、2018 年にはわずかそ

の 8％の 965人しか雇用されていない。仕事の内容で極端に減少しているのは、専門的・技術

的な仕事で、2005 年の 5,765 人が 2018 年にはその 2.7％の 157 人に激減している。その一

方、増えているのは契約社員・嘱託であり、仕事の内容では販売、保安、運輸・通信の仕事で

ある。運輸通信の仕事にはタクシーの運転手や宅配便の配送係なども含まれるので、高齢者

が多いというのは頷ける。また日本の保安の仕事は、高齢者に適した雇用形態で、経験、判断

力、コミュニケーション能力など、多くの高齢者が持っているスキルを必要とする。また、パ

ートタイムや派遣社員など、柔軟な雇用形態が多く、高齢者にとって魅力的な仕事となって
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いる。一人あたりの週労働時間は意外な結果を示している。仕事のかたちの中で家庭での内

職は一週間の就労時間が増えている。仕事の内容では管理的な仕事、販売の仕事、保安の仕事

の一週間の就労時間が増えている。 

 

表 7-2 

 

（出典）『中高年者縦断調査』を元に筆者作成 

 

兵庫県の場合はどうであろうか？まず仕事のかたちについてみると、定年後の仕事で、正規

の職員・従業員は激減し、契約社員・嘱託が微増することは全国と変わりがない。家庭での内

職などについても人数は減少するが、働く時間数は上昇している。仕事の内容については兵

庫県の場合、全国と比べて異なる点が多い。専門的・技術的な仕事では全国では激減している

のに比べて、兵庫県ではそれほど極端には減少していない。全国では販売の仕事が 147.5%に
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増えているが、兵庫県では 58.8％に減少している。サービスの仕事は全国で 11.4％と激減し

ているところ、77.1％にとどまっている。保安の仕事は全国の場合、442.0％と急増し、兵庫

県では 92.1％の減少にとどまっている。運輸・通信の仕事についても全国で 297.2％の増加

であるが、兵庫県では 36.6％に減少している。サンプルが少ないという点で、信頼性に欠く

数値とも言えるが、とにもかくにも、兵庫県はどういう統計をとっても大体日本全国の平均

に近いと見られてきたが、こと高齢者の仕事のかたちと内容については、全国平均とは異な

っているようである。 

 

4. おわりに 

『中高年者縦断調査』の個票データを使って、高齢者の預貯金がいかほどであるか、そして

高齢者の就業状況について概観した。2005 年の第一回と 2018 年の第 14 回の調査を比較検討

した。2005 年の個票は 34,505、年齢は 50 歳から 60 歳までで、平均年齢は 54.8 歳である。

2018 年の個票も欠損値が多いが同じ 34,505 があり、年齢は 63 歳から 73 歳で、平均は 67.8

歳である。預貯金が利用可能な個票数は 2005 年で 25,539、つまり全体の 74％、2018 年では

18,461、全体の 54％を使うことができた。仕事のかたちについては 2005 年で 26,125、全体

の 76％、2018年で 9,867、全体の29％となっている。仕事の内容については2005年で 23499、

全体の68％をカバーしている。仕事のかたちについては11,991で、35％の回答があったこと

になる。14 年間には回答できない事情が多くあったであろうことは想像がつく。かように依

拠したデータは2018年のカバー率が低いという欠点はあるものの、十分使えるレベルにある

といえる。2005年は定年前を、2018年は定年後の実態を映し出しているとして、分析をした。 

 以上の議論をまとめると、次のようになる。 

 

・ 2005年から 2018年の 14年間で、全国の預貯金平均は 875万円から1,389万円に 3.6％の

成長率で増加し、兵庫県では845万円から1,369万円に 3.8％の成長率で上昇した。中央

値は全国では370万円から 600万円に3.8％の成長率、兵庫県では380万円から700万円

に4.8％の成長率を示した。2018年には全国で2000万円以上の預貯金を持つ世帯が26.8％、

兵庫県が 28.8％であり、一方で 2000 万円未満の世帯は全国で 73.2％、兵庫県で 71.2％

を占めた。 

・ 兵庫県の預貯金の不平等度は全国と比べ2005年から 2018年まで一貫して低い。また全国

兵庫県とも不平等度は毎年改善してきている。 



 

- 162 - 

 

・ 2009年と 2018年の不平等度を全国、東京都、兵庫県で比較すると、2018年の兵庫県が最

も内側に位置し、不平等度が最も低い。2018年の東京都の場合、高所得者の部分が最も外

側に飛び出しており、所得の不平等度が厳しい。 

・ 2018 年における兵庫県の預貯金中央値 700 万円の高齢者世帯の場合、毎月の収入が

209,218円、支出が263,718 円で赤字額が約5万円とすると、700万円の預貯金は11年 8

ヶ月で消失する。今後の高齢者は健康に留意し、リスキリングも視野になるだけ長く働く

必要がある。 

・ 仕事のかたちについてみると、定年後の仕事で、正規の職員・従業員は激減し、契約社員・

嘱託が微増することは全国と変わりがない。家庭での内職などについても人数は減少する

が、働く時間数は上昇している。 

・ 仕事の内容については兵庫県の場合、全国と比べて異なる点が多い。専門的・技術的な仕

事では全国では激減しているのに比べて、兵庫県ではそれほど極端には減少していない。

全国では販売の仕事が増えているが、兵庫県では60％程度に減少している。サービスの仕

事は全国で 10％になっているところ、77％にとどまっている。保安の仕事は全国の場合

442％と急増のところ、兵庫県では92％にとどまり、運輸・通信の仕事についても全国で

297％と急増、兵庫県では逆に36.6％まで減少している。 
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【注釈】 

注１）65 歳以上の者のみで構成するか、又はこれに 18 歳未満の未婚の者が加わった世帯

を意味する。 
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第８章 中高年のメンタルヘルスを悪化させる最大の要因は介護か？—兵庫県の

ケーススタディ— 

 

阿部 茂行 

 

要約 

厚生労働省の「中高年者縦断調査」は全国ベースのパネルデータであるが、兵庫県のデータ

の抽出が可能な仕様となっている。兵庫県について、所得、雇用形態、配偶者の有無、生活形

態、家族介護、社会活動への参加など、さまざまな社会的決定要因を包括的に検討すること

で、中高年のメンタルヘルスとの関連を明らかにした。固定効果回帰モデルを用いて個人の

属性を考慮した上で、家族介護が中高年のメンタルヘルスの最重要な危険因子であることが

全国ベースの研究結果と同様、再確認された。さらにメンタルヘルスの決定因の全国と兵庫

県での相違、および兵庫県の時間的変動をも明らかにした。 

 

1. はじめに 

｢中高年者縦断調査｣の個票データを利用した中高年のメンタルヘルスに関する小塩隆士

(2014)の研究の目的は、メンタルヘルスに影響を与える種々の要因を明らかにすることであ

った。2005年から2010年までの 6年間のパネル・データを用いて、家族介護、所得、雇用状

況、婚姻状況、家族との同居、社会活動への参加などの社会的要因と、中高年者のメンタルヘ

ルスとのさまざまな関連が確認された。特に、家族介護は、中高年層におけるメンタルヘルス

の重要な危険因子として、近年ますます注目を集めていることから、小塩は 2 つの仮説を立

てて検証した。第一の仮説は、家族介護は他の要因と比較して、中高年層におけるメンタルヘ

ルスのリスク要因としてより大きな意味を持つというものである。固定効果回帰モデルを用

いて、家族介護への関与が中高年層の精神的幸福に有意な影響を与えることを確認している。

第二の仮説は、メンタルヘルスと各要因との関係が男女間で有意差を示す可能性があるとい

うものである。小塩は、女性の方が家族介護に関与している確率が高く、家族介護は男性に比

べて女性のメンタルヘルスにより顕著な負の影響を与えることを実証した。さらに、雇用や

収入の要因は男性にとってより重要であるのに対し、家族との同居のあり方などの要因は女

性にとってより重要であることらかにし、性別による違いを浮き彫りにした。 
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この章では、兵庫県に焦点を当て、中高年のメンタルヘルスに影響を与える決定要因が全国

の場合（小塩）と同じかどうか、異なっているとするとそれはどこかについて検討する。厚生

労働省が実施した「中高年者縦断調査」のパネルデータから兵庫県に関わるデータだけを抽

出し、小塩隆士（2014）注1に倣って、種々の分析を行おうというものである。 

小塩隆士（2015）では 2014年の研究を拡張し、介護の影響をさらに具体的に検討した。同

じ 6年間のパネル・データセットを用いて、小塩は介護の開始日と終了日を慎重に検討した。

介護の開始時期とその後の期間に著しい男女格差があることを明らかにしたのである。特に、

介護の期間が長くなる場合には、女性の場合、苦痛が増加することを明らかにし、男性の場合

は有意な影響はないとした。Oshio, Takashi and Mari Kan（2019）の研究では、一人暮らし

と社会活動への不参加のメンタルヘルスに与える影響に焦点を当て、「中高年者縦断調査」の 

2005 年から 2016 年までの 12 年間分のデータセットを使って、一人暮らしと比較して、社会

参加の不足が中高年の心理的苦痛が長引く重要な警告サインであると結論付けている。 

本章では、これら 3 つの論文から得られた知見をもとに、兵庫県についての論考をすすめ

る。兵庫県の詳細な長期間にわたるパネルデータはなく、ここでは｢中高年者縦断調査｣全国

データセットの兵庫県に関するデータを利用することとした。本研究の開始時点では、2005 

年から 2018 年までの合計 14 年間のパネルデータにアクセス可能であった。主な課題は、小

塩の研究（2014 年）を兵庫県独自の文脈に拡張し、小塩の研究で検討された期間（2005年か

ら 2010 年）と比較して、2011 年から 2018 年までの状況がどのように変化したかを分析する

ことである。｢中高年者縦断調査｣データセットは、厚生労働省から正式な許可を得て入手し、

分析したものであることを断っておきたい。 

 

2. 変数の構築とその特徴 

2.1 変数の構築 

この章では、兵庫県について、中高年のメンタルヘルスに影響を及ぼすであろう変数を｢中

高年者縦断調査｣より抽出し、小塩隆士（2015）と同様の手順で加工、構築した上で、その特

徴を示すことにする。 

まず、メンタルヘルスを評価するために、K6（ケスラー6）スコアを構築する。これは、イ

ライラ感、絶望感、落ち着きのなさ、抑うつ感、無力感、無価値感、価値観の欠如など、さま

ざまな側面を5段階で評価するものである。これらの項目にわたる個々のスコアを合計する  

ことで、0から 24までの K6スコアが得られる。得点が高いほど、心理的ストレスのレベルが
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高い。 

次に、家族介護がメンタルヘルスの結果に及ぼす影響を調べるために、回答者が家族介護に

携わっているかどうかを示すバイナリ変数を作成した。家族介護をしているを 1 とし、して

いないを0とする。就労状況は 2つのグループ、すなわち、「就職している」と「就職してい

ない」に分類される。「就職していない」カテゴリーでは、さらに 2つのサブグループに区別

する。｢失業している｣と、｢非労働力｣のカテゴリーに分類する。 

社会経済的要因を捉えるために、各回答者の等価所得を計算する。この指標は、個人と配偶

者の所得を含む世帯の合計所得を世帯人数の平方根で割ることによって得られる。得られた

等価所得を、厚生労働省が定めた貧困ラインと比較する。貧困ラインを下回る等価所得を示

す値 1 と、貧困ラインを上回る所得を示す値 0 の 2 値変数を作成する。内挿法と外挿法を用

いて、家計所得の平均変化に基づいて特定年の貧困ラインを推定する。 

上記の変数に加えて、家族関係や社会参加に関連する特定の条件や変化を捉えるためにさ

らなるバイナリー変数を構築する。配偶者ありを 1 とし、なしを 0 とする。この変数の変化

は、結婚、別居、死別などの婚姻状態の変化を反映する。 

さらに、回答者が一人暮らしかどうかを判断するためのバイナリ変数を作成する。回答者が

一人暮らしの場合を1、同居している場合を 0とする。回答者と同居している子どもの数、両

親や義理の両親など他の家族の有無も、メンタルヘルス結果に影響を与える可能性のある追

加要因として考慮する。 

最後に、4種類の社会参加活動（地域行事、子育て支援、育児支援、その他の社会活動）に

基づくバイナリ変数を作成する。これらの活動のいずれにも参加していない場合を 1、これら

の活動の少なくとも1つに参加している場合を0とする。 

これらの変数を構築することで、関連する特徴をとらえ、中高年のメンタルヘルス転帰に影

響を与える要因について包括的な理解を得ることを目的としている。 

 

2.2 変数の特徴 

表 8-1は、性別（男女計、男性、女性）と期間を3つに分類して合計9つの異なるケース

について各変数の平均値を示している。K6スコアは 0点から24点まであり、メンタルヘル

ス度を表している。さらに、「社会的活動なし」から「子どもと同居している」までの変数

は、特定の特徴を表す二値指標であり、報告された平均値は、各特徴を示す個人の割合を表

している。 
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表 8-1 各変数の平均 

 

 (出典) 著者による計算 

 

K6 スコアを見ると、全期間の平均スコアは男性で 3.087、女性で 3.721 である。2005 年か

ら 2010 年(以後、前期)では、男性 3.141、女性 3.804、2011 年から 2018 年(以後、後期)で

は、男性 3.033、女性 3.641と低下している。注目すべきは、両期間を通じて、女性は男性

に比べて一貫してメンタルヘルス問題がより深刻なことである。 

表 8-1 はまた、女性のメンタルヘルスを悪くしている潜在的な要因も示している。家族介

護をみると、全期間では、男女ともに 12.3％が家族介護に携わっていた。ここに取りあげた 

17 の変数全体にわたって、女性は一貫して男性と比較して有意に高いレベルの精神的ストレ

スを示している。具体的には、16の変数のうち、「雇用」、「パートナーなし」、「子どもと同居」、

「姑の介護」を除く13～14の変数で、女性の方が男性より高い比率となっている。興味深い

ことに、「配偶者なし」は、すべての期間で女性より男性のストレスレベルが高い。 

   

男女計 男性 女性 男女計 男性 女性 男女計 男性 女性

K6 3.419 3.087 3.721 3.484 3.141 3.804 3.354 3.033 3.641

社会活動不参加 0.351 0.343 0.358 0.247 0.247 0.248 0.462 0.449 0.474

世帯所得＜貧困線 0.270 0.218 0.319 0.192 0.144 0.237 0.358 0.300 0.416

就業 0.876 0.914 0.831 0.890 0.930 0.845 0.858 0.894 0.813

失業 0.046 0.040 0.053 0.048 0.039 0.060 0.043 0.042 0.044

非労働力 0.078 0.046 0.116 0.061 0.031 0.095 0.099 0.064 0.143

家族介護 0.123 0.099 0.145 0.114 0.084 0.142 0.132 0.114 0.149

父親 0.008 0.006 0.009 0.011 0.009 0.012 0.005 0.003 0.006

母親 0.024 0.021 0.027 0.036 0.029 0.042 0.013 0.013 0.013

義父 0.052 0.046 0.058 0.039 0.033 0.045 0.065 0.059 0.070

義母 0.014 0.009 0.017 0.019 0.011 0.028 0.008 0.008 0.007

配偶者無 0.121 0.135 0.109 0.131 0.131 0.131 0.114 0.137 0.093

父親と同居 0.026 0.025 0.028 0.027 0.025 0.028 0.026 0.024 0.028

母親と同居 0.095 0.090 0.100 0.093 0.087 0.099 0.097 0.093 0.100

義父と同居 0.016 0.016 0.016 0.015 0.065 0.066 0.016 0.064 0.066

義母と同居 0.059 0.057 0.060 0.059 0.058 0.059 0.058 0.056 0.061

子供と同居 0.466 0.478 0.455 0.467 0.479 0.456 0.465 0.477 0.455

孫と同居 0.078 0.076 0.079 0.075 0.070 0.080 0.080 0.081 0.078

年齢 62.430 62.403 62.454 58.430 58.403 58.454 65.430 65.403 65.454

2005−2018 2005-2010 2011-2018
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2.3 各変数のメンタルヘルスレベル  

表 8-2は、各変数の平均K6スコアを期間別・性別に分けて計算したものである。後期の家

族介護に従事した女性の K6 スコアは 4.913 であるが、同期間全体の K6 スコアの 3.354 に比

べると、家族介護に従事した女性のK6スコアは46％も大きくなっており、家族介護が女性の

メンタルヘルスに大きな影響を与えることを浮き彫りにしている。注目すべきは、18 変数中

16変数で女性のK6スコアが男性より高いことである。 

 

表 8-2 各変数についての期間別・男女別メンタルヘルス 

 

(出典) 著者による計算 

 

女性にとって、前期で最もストレスの大きかった変数は、失業が 5.280、義父の介護 5.188 、

実父の介護で5.146、非労働力で4.912であった。後期についてみると、女性にとって最もス

トレスのかかる変数は、義母介護5.517、非労働力5.457、実父の介護5.240、実母の介護4.918、

家族介護 4.913 と続く。これらの数値は、家族介護の責任による女性が経験するストレスが

男女計 男性 女性 男女計 男性 女性

K6 3.484 3.141 3.804 3.354 3.033 3.641

社会活動不参加 3.808 3.491 4.100 3.285 3.007 3.522

世帯所得＜貧困線 4.021 3.496 4.318 3.432 2.788 3.910

就業 3.265 2.964 3.646 3.065 2.691 3.590

失業 5.231 5.168 5.280 4.126 4.226 4.010

非労働力 4.742 4.293 4.912 5.148 4.592 5.457

家族介護 4.551 4.200 4.754 4.643 4.251 4.913

父親 4.851 4.485 5.146 4.057 1.100 5.240

母親 4.674 4.485 4.796 5.750 6.698 4.918

義父 4.876 4.436 5.188 4.768 4.761 4.774

義母 4.287 4.000 4.386 4.949 4.400 5.517

配偶者無 4.109 3.940 4.263 3.717 3.447 4.043

両親と同居 3.571 3.137 3.948 3.351 2.980 3.647

父親と同居 3.712 3.449 3.948 3.111 2.851 3.338

母親と同居 3.602 3.163 3.981 3.335 3.000 3.605

配偶者の両親と同居 3.259 3.095 3.410 3.310 3.201 3.408

義父と同居 3.076 3.083 3.070 3.136 3.277 2.976

義母と同居 3.238 3.053 3.411 3.335 3.199 3.450

子供と同居 3.414 2.988 3.817 3.197 2.931 3.455

2005-2010 2011-2018
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大きいことを示している。 

さらに、後期については、実母の介護に従事した男性で最も顕著なストレスの高まりが観察

され、そのスコアは 6.698 と最も高い。男性全体の K6 スコアである 3.033 の 2 倍以上であ

る。これらの数値は、家族介護がメンタルヘルスに大きな影響を与えるかを示すものであり、

特に実母の介護については、後期において定年退職後の男性にとってはストレスレベルが特

別に高いことが明らかになった。 

 

3. 回帰分析  

3.1 男女計の場合 

次に、K6 スコアを従属変数、前節で説明した変数を説明変数とした回帰分析の結果を示す。

固定効果モデルの結果を表 8-3 で示す。 

 

表 8-3 固定効果モデル推定結果 

 
括弧内の数値は 標準偏差 
***は 1％の有意水準 

 (出典) 著者による計算 

 

男女計の場合、全期、前期、後期のすべてにおいて、家族介護の係数は 1％水準で統計的に

有意である。注目すべきは、後期の係数が大きくなっていることで、前期と比較して家族介護

がメンタルヘルスに与える影響が強いことを示している。このことは、家族介護がメンタル

2005-2018 2005-2010 2011-2018 2005-2018 2005-2010 2011-2018 2005-2018 2005-2010 2011-2018

0.740*** 0.604*** 0.827*** 0.604*** 0.772*** 0.787*** 0.663*** 0.734*** 1.108***

(0.119) (0.128) (0.174) (0.604) (0.134) (0.199) (0.663) (0.123) (0.262)

0.133

(0.095)

0.183 0.303*** 0.424 0.492*** 0.712*** 0.714*** 0.787***

(0.167) (0.178) (0.269) (0.492) (0.224) (0.282) (0.44)

0.488*** 0.913*** 1.121*** 1.448*** 1.179***

(0.151) (0.162) (0.237) (0.264) (0.336)

-0.244*** 0.322***

(-0.244) (0.132)

-0.097 -0.151 -0.069 -0.169*** -0.190

(0.072) (0.127) (-0.069) (0.077) (0.173)

-0.345***

(0.149)

R-Bar^2 0.5811 0.5692 0.5747 0.5419 0.5384 0.6260 0.5496 0.5411 0.5607

失業

非労働力

配偶者無

社会活動不参加

子供と同居

世帯所得＜貧困線

男女計 男性 女性

家族介護
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ヘルスに与える影響が、後期において強まったことを示唆している。 

失業率の係数は、前期においてのみ 5％水準で有意である。一方、非労働力の係数は、1％

水準で有意であり、後期ほど係数は大きくなっている。これは、高齢者の経済状況が悪化し、

労働力に参加しない人の割合が増加したことを意味する。このような状況は、介護責任をさ

らに悪化させ、メンタルヘルスの結果に悪影響を及ぼしたと考えられる。 

前期の｢中高年者縦断調査｣パネルデータを用いて、日本全体のメンタルヘルスを固定効果

回帰モデルで検討した小塩（2014）の結果と比較すると、家族介護と失業について、やや大き

な係数推定値が観測された。小塩は家族介護の係数を 0.522 と報告しているが、兵庫県の場

合は 0.604 であった。同様に、小塩は失業の係数を 0.209 と報告しているが、兵庫県の場合

は 0.303である。その一方、非労働力の係数はかなり大きい。小塩の非労働力の係数は 0.208

であるが、兵庫県の推定値は 0.913とかなり大きい。この差は、兵庫県のメンタルヘルスを決

定する変数については同様である一方で、非労働力の影響の大きさが兵庫県で顕著に強い。 

 

3.2 男性の場合 

男性の場合をみると、家族介護がK6スコアと最も強い正の相関を示している。介護の係数

は前期で0.772、後期で0.787であり、いずれも1％水準で有意である。同様に、失業の係数

も前後期とも1％水準で有意であり、前期は0.712、後期は0.714となっている。貧困ライン

以下の世帯収入の係数は 前期のみ0.133となっているが、これは有意ではない。非労働力変

数については、有意水準1％で有意なのは後期のみである。これは、後期の回答者が高齢にな

り、定年退職後、雇用の確保が困難になり、非労働力を自覚し挫折感につながったことを示唆

している。 

2005年から 2010年までの兵庫県の結果と小塩の全国の結果を比較すると、家族介護と失業

の係数がともに兵庫県の方が大きいことがわかる。家族介護の係数は全国の場合 0.542 であ

るのにに対し、兵庫県では 0.772 と大きな数値となっている。あと有意な係数は失業である

が、これは全国で0.330、兵庫県の場合は0.712と全国の係数の2.15倍大きい。男性の場合、

全国と同じように家族介護と失業はメンタルヘルスを説明する有意な係数となっているが、

兵庫県の方が全国より大きく作用する要因となっている。 

 

3.3 女性の場合 

男性同様、女性の場合も家族介護がK6スコアと最も強い正の相関を示している。介護の係
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数は前期で0.734、後期で 0.787であり、いずれも 1％水準で有意である。同様に、失業と非

労働力の係数は、前期では有意ではないが、後期では 1％水準で有意であり、前期で 0.787、

後期で 1.179 である。これは、夫が非労働力になる後期で係数を大きくしている男性の結果

と一致する。さらに、子どもとの同居の係数は -0.345 で 1％水準で有意であり、子どもとの

同居が女性のメンタルヘルス増進することに寄与していることを示している。 

兵庫県と小塩の全国の結果を比較すると、家族介護について係数は 全国で0.575であるのに

対し、兵庫県の場合0.734である。さらに、配偶者なしの係数は、全国では0.095と有意でな

いのに対し、兵庫県の場合は0.322と有意に正である。 

 

4. 考察と結論 

まず、兵庫県の場合の結果は、小塩（2014）が報告した前期の結果と一致している。表8-3

から、兵庫県では、家族介護、貧困、失業、非労働力、配偶者不在、親との同居といった変数

が K6スコアと正の相関があることが確認できる。これらの結果は直感的に理解でき、既存の

研究をさらに裏付けるものである。 

第二に、家族介護に関しては、3つの期間を通じて、男女計、男性、女性の9つのケースす

べてにおいて、一貫してK6スコアと正の有意な関係を示している。これは、兵庫県の中高年

のメンタルヘルスを悪化させる上で、介護が極めて重要な因子であることを示している。 

第三に、男女間でいくつかの違いが見られることである。男性の場合、「失業」は「家族介

護」に次いでK6スコアとの相関が高い。一方、女性では、失業よりも非労働力の方が相関が

強い。しかし、後期に関してはは、多くの男性が定年を迎え、非労働力と自認する傾向が強ま

り、女性の場合でもK6スコアが上昇した。 

第四に、小塩(2015)は介護の開始と終了の影響を明示的に調べており、介護開始時に K6ス

コアが上昇し、終了時に低下することを明らかにしている。兵庫県を取り扱った本章の研究

でも、後期2の家族介護の係数は、前期の係数と比較して低く、介護開始時に K6スコアが上

昇し、終了時に低下することの説明となる可能性がある。この点をさらに調査することが、今

後の研究の重要な焦点となる。 

第五に、Oshio & Kan（2019）は、一人暮らしと社会活動への不参加の間で最も影響力のあ

る要因を特定する。一人暮らしと比較して、社会参加の不在は、中高年の心理的苦痛の長期化

を示す、より重大な警告サインを示すとの結論を導いている。次の研究ではOshio & Kan（2019）

のアプローチを採用し兵庫県について検証する。 
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最後に、兵庫県のような特定の地域については、データの制約がしばしば詳細な分析を妨げ

てきた。しかし、日本全国を網羅するパネル・データが利用可能になったことで、これらのデ

ータセットに含まれる豊富な地域情報を明らかにすることができるようになった。このデー

タを分析することで、地域固有の特徴を正確に評価することが可能になる。 

家族介護がメンタルヘルス悪化の最も大きな要因であることを考えると、兵庫県や市町村

は介護者を支援するための対策を講じることが不可欠である。その一つの方法は、手頃な価

格のケアハウスや経済的支援を提供することである。また、日本では労働力不足が叫ばれて

おり、中高年の労働力不足は大きなストレスとなっている。これに対し、地方自治体は、高齢

者を雇用しないという日本の伝統的な慣習に挑戦することで、この問題に対処する責任を負

うべきであろう。こうした対策を実施することで、介護者や高齢者のメンタルヘルスを改善

し、効果的に支援することができる。 

この章では、厚生労働省のパネルデータを、兵庫県に対して政策提言を行うためにいかに効

果的に活用できるかを示している。地域の政策立案を支え、信頼しうる意思決定プロセスの

参考資料となる研究が可能な時代になったことは、真にに心強いことである。 

 

【注釈】 

注１）戦略研究センターの 3つのプロジェクトにおいて、一橋大学の小塩隆士教授の貢献は

計り知れない。彼のアドバイスに従って、｢中高年者縦断調査｣から兵庫県に関わる個票デ

ータだけを抽出し、小塩（2014）と同じ手法を用いて兵庫県に関して何が言えるかをこの

章で検討した。記して小塩教授に感謝する次第である。 
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